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１ 【半期報告書の訂正報告書の提出理由】 

平 成 20 年 １ 月 ４ 日 に 提 出 い た し ま し た 第 9 期 中（自 平 成 19 年 ４ 月 １ 日  至  平 成 19 年 9 月 30 日）

半期報告書の記載事項につき、電子化の作業においてオペレーションミスによる誤りがありましたので、下記の事項

を訂正する半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

  

２ 【訂正事項】 

・表紙  

・第一部 企業情報  

 第１ 企業の概況  

   ３ 関係会社の状況  

   ４ 従業員の状況 

 第２ 事業の状況  

   １ 業績等の概要  

   （1）業績（当中間期の経営成績）  

   （2）キャッシュ・フローの状況  

   ３ 対処すべき課題 

 第4 提出会社の状況 

   １ 株式等の状況 

   （1）株式の総数等 

     ② 発行済株式 

   （2）新株予約権等の状況 

   ３ 役員の状況 

  第５ 経理の状況 

   １ 中間連結財務諸表等 

   （1）中間連結財務諸表 

     ② 中間連結損益計算書 

      継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況  

      中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項   

      表示方法の変更  

      注記事項  

      (中間連結貸借対照表関係)  

      (中間連結損益計算書関係)  

      (リース取引関係)  

      (ストック・オプション等関係）  

      (所在地別セグメント情報）  

      (１株当たり情報） 

      (重要な後発事象）  

   ２ 中間財務諸表等 

   （1）中間財務諸表  

     ① 中間損益計算書  

     ③ 中間株主資本等変動計算書 

      継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況  



      中間財務諸表作成の基本となる重要な事項  

      注記事項  

      (中間損益計算書関係）  

      (リース取引関係) 

      (１株当たり情報） 

      (重要な後発事象)  

  第６ 提出会社の参考情報 

・監査報告書 

前期連結財務諸表に対する監査報告書 

当期連結財務諸表に対する監査報告書 

前期財務諸表に対する監査報告書 

当期財務諸表に対する監査報告書 

  

  

３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は  を付して表示しております。 

  



訂正箇所１.【表紙】 

（訂正前） 

（訂正後） 

  

訂正箇所２.第一部【企業情報】 第1【企業の概況】３ 【関係会社の状況】 

（訂正前） 

当中間連結会計期間において、オンラインゲームサービス等のコンテンツ配信事業を提供しておりました株式会社イクスフェイズ

は、平成19年８月１日に株式を全額譲渡したため関係会社に該当しなくなりました。 

（訂正後） 

当中間連結会計期間において、オンラインゲームサービス等のコンテンツ配信事業を提供しておりました株式会社イクスフェイズ

は、平成19年７月31日に株式を全額譲渡し、また、緊密な者の所有も解消したため関係会社に該当しなくなりました。 

訂正箇所３. .第一部【企業情報】 第1【企業の概況】4 【従業員の状況】 

（訂正前） 

(1) 連結会社における状況 

平成19年９月30日現在 

 (注) １ 従業員数は、就業人員であります。 

２ 従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当中間連結会計期間の平均雇用人員であります。 

３  臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いています。 

４  全社（共通）は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。 

５  前連結会計年度に比べて従業員数が42名増加しておりますが、この増加は主に、業容拡大に伴う営業や企画、技術部門の要員の

採用および管理部門強化のための要員の採用をしたことによるものであります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 (注) １ 従業員数は、就業人員であります。 

２ 従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当中間会計期間の平均雇用人員であります。 

３  臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いています。 

４ 前事業年度に比べて従業員数が 名増加しておりますが、この増加は主に、業容拡大に伴う営業や企画、 技術部門の要員の採用

および管理部門強化のための要員の採用をしたことによるものであります。 

  

【提出日】 平成19年12月28日 

【提出日】 平成20年1月4日 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名) 

データセンター運営事業 133（55） 

コンテンツ配信事業 17（17） 

システムソリューション事業 29（10） 

全社(共通) 16（ 0） 

合計 195（82） 

従業員数(名) 
132 

(68) 



  

  

  

  

  

（訂正後） 

(1) 連結会社における状況 

平成19年９月30日現在 

 (注) １ 従業員数は、就業人員であります。 

２ 従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当中間連結会計期間の平均雇用人員であります。 

３  臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いています。 

４  全社（共通）は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。 

５  前連結会計年度に比べて従業員数が42名増加しておりますが、この増加は主に、業容拡大に伴う営業・運用・技術部門の要員の

採用をしたことによるものであります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 (注) １ 従業員数は、就業人員であります。 

２ 従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当中間会計期間の平均雇用人員であります。 

３  臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いています。 

４ 前事業年度に比べて従業員数が11名増加しておりますが、この増加は主に、業容拡大に伴う営業・運用・技術部門の要員の採用

をしたことによるものであります。 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名) 

データセンター運営事業 133（55） 

コンテンツ配信事業 17（17） 

システムソリューション事業 29（10） 

全社(共通) 16（ 0） 

合計 195（82） 

従業員数(名) 
132 

(68) 



訂正箇所４. 第一部【企業情報】 第2【事業の状況】1 【業績等の概要】（1）業績（当中間期の経営成績） 

（訂正前） 

 また、平成19年６月より開始した「ロード・オブ・ザ・リングス・オンライン アングマールの影」について有料会員数が当初予

想よりも低く推移し、固定資産等の一部（オンラインゲーム事業に関連する工具器具備品、ソフトウェア、専用実施権、リース資

産）及び当社連結子会社の現在の事業環境から将来の損益状況及び今後の見通し等を勘案した結果、短期的な純資産価値の回復が困

難との判断に至りのれんの一部の償却並びに当社が保有する投資有価証券のうち、実質価額が著しく下落しその回復があると認めら

れないものを特別損失に計上しております。  

 以上の結果、当連結中間会計期間の連結売上高は3,131,133千円(前年同期比53.3%増)、連結経常損失21,573千円、連結中間純損失

538,465千円を計上いたしました 

 事業別の概況は以下のとおりです。  

 データセンター運営事業につきましては、インフラに対する需要の高まりを背景として、ハウジングサービスや専用サーバサービ

ス、レンタルサーバサービスの受注数が増加するとともに、データセンターの稼働率についても向上しました。また、平成19年１月

に開始した「専用サーバPlatform」や、平成19年5月より開始した「さくらのレンタルサーバビジネスプロ」といった、付加価値の高

い新規サービスが当初予想よりも好調に推移したことなども加わり、売上高は2,883,976千円（前年同期比54.6％増）、営業利益は

414,500千円となりました。  

 コンテンツ配信事業につきましては、平成19年６月よりオンラインゲーム「ロード・オブ・ザ・リングス・オンライン アングマ

ールの影」を開始致しましたが、有料会員が当初予想よりも低く推移し、運営費用や減価償却費の増大したことも加わり、売上高は

78,547千円（前年同期比518.6％増）、営業損失187,162千円となりました。  

（訂正後） 

また、平成19年６月より開始した「ロード・オブ・ザ・リングス・オンライン アングマールの影」について有料会員数が当初予

想よりも低く推移した為、固定資産等の一部（オンラインゲーム事業に関連する工具器具備品、ソフトウェア、専用実施権、リース

資産）を減損損失として、当社連結子会社の現在の事業環境から将来の損益状況及び今後の見通し等を勘案した結果、短期的な純資

産価値の回復が困難との判断に至ったものをのれん償却額として、当社が保有する投資有価証券のうち、実質価額が著しく下落しそ

の回復があると認められないものを投資有価証券評価損として、いずれも特別損失に計上しております。 

以上の結果、当連結中間会計期間の売上高は3,131,133千円(前年同期比53.3%増)、経常損失21,573千円、中間純損失538,465千円を

計上いたしました。   

 事業別の概況は以下のとおりです。  

 データセンター運営事業につきましては、インフラに対する需要の高まりを背景として、ハウジングサービスや専用サーバサービ

ス、レンタルサーバサービスの受注数が増加するとともに、データセンターの稼働率についても向上しました。また、平成19年１月

に開始した「専用サーバPlatform」や、平成19年5月より開始した「さくらのレンタルサーバビジネスプロ」といった、付加価値の高

い新規サービスが当初予想よりも好調に推移したことなども加わり、売上高は2,883,976千円（前年同期比54.6％増）、営業利益は

414,500千円となりました。  

 コンテンツ配信事業につきましては、平成19年６月よりオンラインゲーム「ロード・オブ・ザ・リングス・オンライン アングマ

ールの影」を開始致しましたが、有料会員が当初予想よりも低く推移し、運営費用や減価償却費が増大したことも加わり、売上高は

78,547千円（前年同期比518.6％増）、営業損失187,162千円となりました。 

  

  

  

  

  

  

  



  

訂正箇所５. 第一部【企業情報】 第2【事業の状況】1 【業績等の概要】（2）キャッシュ・フローの状況 

（訂正前） 

当中間連結会計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ89,534千円増加し、793,862千円とな

りました。  

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加額は、472,417千円となりました。主な要因としては、税金等調整前中間純

損失483,326千円、減価償却費295,967千円、減損損失367,242千円、前受金の増加額154,635千円、売上債権の増加額199,390千円であ

ります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少額は、210,831千円となりました。主な要因としては、有形固定資産の取得

による支出151,400千円、無形固定資産の取得による支出48,658千円であります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間連結会計期間における財務活動による資金の減少額は、171,818千円となりました。主な要因としては、短期借入れによる収

入140,000千円、長期借入による収入121,689千円、短期借入金の返済による支出額211,334千円、長期借入金の返済による支出額

133,642千円であります。  

  

（訂正後） 

当中間連結会計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ89,534千円増加し、793,862千円(前

年同期比24.8％増)となりました。  

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加額は、472,417千円(前年同期比86.6％増)となりました。主な要因として

は、税金等調整前中間純損失483,326千円、減価償却費295,967千円、減損損失367,242千円、前受金の増加額154,635千円、売上債権

の増加額199,390千円であります。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少額は、210,831千円(前年同期比83.4％減)となりました。主な要因として

は、有形固定資産の取得による支出151,400千円、無形固定資産の取得による支出48,658千円であります。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間連結会計期間における財務活動による資金の減少額は、171,818千円(前年同期は692,054千円の資金の増加)となりました。

主な要因としては、短期借入れによる収入140,000千円、長期借入による収入121,689千円、短期借入金の返済による支出額211,334千

円、長期借入金の返済による支出額133,642千円であります 



訂正箇所６. 第一部【企業情報】 第2【事業の状況】3 【対処すべき課題】 

（訂正前） 

⑤株主資本のマイナスについて 

当グループは、当中間連結会計期間において株主資本が19,268千円のマイナスとなっております。 また、オンラインゲーム事業に

係る投資等に伴い、短期借入金等の有利子負債が増加し、当中間連結会計期間末において流動比率が45.6%と低下しております。 こ

れらにより、当グループには継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。  

中間連結財務諸表提出会社である当社に対する施策の詳細は継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に記載しておりま

す。  

  

（訂正後） 

⑤継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況の発生について 

当グループは、当中間連結会計期間において株主資本が19,268千円のマイナスとなっております。 また、オンラインゲーム事業に

係る投資等に伴い、短期借入金等の有利子負債が増加し、当中間連結会計期間末において流動比率が45.6%と低下しております。 こ

れらにより、当グループには継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。  

 当該状況を解消する為の施策の詳細は「第５経理の状況１中間連結財務諸表等(1)中間連結財務諸表 継続企業の前提に重要な疑義

を抱かせる事象又は状況」に記載しております。 

  

訂正箇所７. 第一部【企業情報】 第4【提出会社の状況】1【株式等の状況】（1）【株式の総数等】②【発行済株式】 

（訂正前） 

２ 提出日現在発行数には、平成19年12月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使（旧商法に基づき発行された新株

引受権の行使を含む。）により発行された株式数は、含まれておりません。 

  

（訂正後） 

２ 提出日現在発行数には、平成20年1月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれ

ておりません。 

種類 
中間会計期間末 
 現在発行数(株) 

(平成19年９月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月28日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 32,270 32,270
東京証券取引所
（マザーズ） 

(注)１ 

計 32,270 32,270 ― ― 

種類 
中間会計期間末 
 現在発行数(株) 

(平成19年９月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成20年１月4日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 32,270 32,270
東京証券取引所
（マザーズ） 

(注)１ 

計 32,270 32,270 ― ― 



訂正箇所８. 第一部【企業情報】 第4【提出会社の状況】1【株式等の状況】（2）【新株予約権等の状況】 

（訂正前） 

①平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。 

② 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります 

株主総会の特別決議日 (平成16年３月10日) 

  
中間会計期間末現在 

(平成19年９月30日) 

提出日の前月末現在 

(平成19年11月30日) 

新株予約権の数(個) (注)１ 260 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 

(注)２.３ 
260 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)２.

３ 
50,000 同左 

新株予約権の行使期間 
自平成18年３月11日 

至平成21年３月10日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)３ 

発行価格 50,000 

資本組入額 25,000 
同左 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割り当てを受
けた者は、権利行使時におい
ても、当社の取締役もしくは
従業員の地位にあることを要
する。但し、任期満了による
退任、定年退職等その他正当
な理由がある場合はこの限り
ではない。 

その他の条件は、本総会及

び新株予約権発行の取締役会

決議に基づき、当社と新株予

約権の割り当てを受けた者と

の間で締結する「新株予約権

割当契約」で定めるところに

よる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
権利の譲渡、質入その他の

処分は認めない。 
同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 

関する事項 
― ― 

  
中間会計期間末現在 

(平成19年９月30日) 

提出日の前月末現在 

(平成19年11月30日) 

新株予約権の数(個) (注)１ 333 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)２ 333 同左 



  

（訂正後） 

①平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。 

新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)２ 329,000 同左 

新株予約権の行使期間 
自平成20年６月28日 

至平成23年６月27日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格 329,000 

資本組入額 164,500 
同左 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割り当てを受
けた者は、権利行使時におい
ても、当社の取締役、監査役
または使用人の地位にあるこ
とを要する。ただし、取締
役、監査役または使用人の地
位を失った場合であっても、
任期満了による退任あるいは
定年退職した結果、当社の取
締役、監査役または使用人の
地位を喪失した場合はこの限
りでない。新株予約権の割り
当てを受けた者が新株予約権
の全部または一部を放棄した
場合には、かかる募集新株予
約権を行使することができな
いものとする。 

その他の条件については、

当社と新株予約権の割り当て

を受けた者との間で締結する

「新株予約権割当契約書」で

定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するとき

は、当社取締役会の決議によ

る承認を要するものとする。

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 

関する事項 
 (注) ３ 同左 

株主総会の特別決議日 (平成16年３月10日) 

  
中間会計期間末現在 

(平成19年９月30日) 

提出日の前月末現在 

(平成19年12月31日) 

新株予約権の数(個) (注)１ 260 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 

(注)２.３ 
260 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)２.

３ 
50,000 同左 

新株予約権の行使期間 
自平成18年３月11日 

至平成21年３月10日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 発行価格 50,000 



  

株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)３ 資本組入額 25,000 同左 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割り当てを受
けた者は、権利行使時におい
ても、当社の取締役もしくは
従業員の地位にあることを要
する。但し、任期満了による
退任、定年退職等その他正当
な理由がある場合はこの限り
ではない。 

その他の条件は、本総会及

び新株予約権発行の取締役会

決議に基づき、当社と新株予

約権の割り当てを受けた者と

の間で締結する「新株予約権

割当契約」で定めるところに

よる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
権利の譲渡、質入その他の

処分は認めない。 
同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 

関する事項 
― ― 



② 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります 

  

  
中間会計期間末現在 

(平成19年９月30日) 

提出日の前月末現在 

(平成19年12月31日) 

新株予約権の数(個) (注)１ 333 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)２ 333 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)２ 329,000 同左 

新株予約権の行使期間 
自平成20年６月28日 

至平成23年６月27日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格 329,000 

資本組入額 164,500 
同左 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割り当てを受
けた者は、権利行使時におい
ても、当社の取締役、監査役
または使用人の地位にあるこ
とを要する。ただし、取締
役、監査役または使用人の地
位を失った場合であっても、
任期満了による退任あるいは
定年退職した結果、当社の取
締役、監査役または使用人の
地位を喪失した場合はこの限
りでない。新株予約権の割り
当てを受けた者が新株予約権
の全部または一部を放棄した
場合には、かかる募集新株予
約権を行使することができな
いものとする。 

その他の条件については、

当社と新株予約権の割り当て

を受けた者との間で締結する

「新株予約権割当契約書」で

定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するとき

は、当社取締役会の決議によ

る承認を要するものとする。

同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 

関する事項 
 (注) ３ 同左 



  

  

訂正箇所９. 第一部【企業情報】 第4【提出会社の状況】3【役員の状況】 

（訂正前） 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動は次のとおりであります。 

役職の異動 

  

（訂正後） 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動は次のとおりであります。 
(1)退任役員 

(2)役職の異動 

  

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 移動年月日 

代表取締役社長 

最高経営責任者 
取締役最高執行責任者 田中 邦裕 平成19年11月30日 

取締役 
代表取締役社長 

最高経営責任者 
笹田 亮 平成19年11月30日 

役名 氏名 退任年月日

取締役 笹田 亮 平成19年12月26日

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 移動年月日 

代表取締役社長 

最高経営責任者 
取締役最高執行責任者 田中 邦裕 平成19年11月30日 

取締役 
代表取締役社長 

最高経営責任者 
笹田 亮 平成19年11月30日 



  

訂正箇所10. 第一部【企業情報】第5【経理の状況】1【中間連結財務諸表等】（1）【中間連結財務諸表】② 【中間連結損益計算

書】 

（訂正前） 

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比

(％) 金額(千円)
百分比
(％) 金額(千円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高   2,042,666 100.0 3,131,133 100.0  4,703,286 100.0

Ⅱ 売上原価   1,667,765 81.6 2,406,636 76.9  3,796,296 80.7

   売上総利益   374,900 18.4 724,496 23.1  906,989 19.3

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 ※１ 525,438 25.8 706,193 22.5  1,178,225 25.1

   営業利益又は 
   営業損失（△）   △150,537 △7.4 18,303 0.6  △271,235 △5.8

Ⅳ 営業外収益        

 １ 受取利息   61   404 239   

 ２ 受取配当金   ─   ─ 816   

３ 為替差益   413     ─ ─     

４ 未請求債務取崩額   ─   ─ 877   

５ 未払消費税等戻入
益   ─   ─ 3,365   

 ６ 法人税等還付加算
金   ─   865 ─   

 ７ 関係会社業務支援
料   ─   4,459 4,219   

 ８ その他   689 1,164 0.1 2,162 7,892 0.2 1,417 10,935 0.2

Ⅴ 営業外費用        

 １ 支払利息   17,840   36,782 48,855   

 ２ 株式交付費   535   ― 447   

 ３ 持分法による 
   投資損失   ─   10,562 31,665   

 ４ その他   508 18,884 0.9 424 47,769 1.5 4,793 85,762 1.8

   経常損失   168,258 △8.2 21,573 △0.7  346,062 △7.4

Ⅵ 特別利益        

 １ 投資有価証券売却
益   ─   28,444 ─   

 ２ 貸倒引当金戻入益   2,310 2,310 0.1 10 28,454 0.9 2,310 2,310 0.1

Ⅶ 特別損失        

 １ 固定資産売却損 ※２ ─   2,008 ─   

 ２ 固定資産除却損   2,206   544 3,296   

 ３ 投資有価証券評価
損   ─   65,483 ─   

 ４ 減損損失 ※３ ─   367,242 161,001   

 ５ のれん償却額   ─ 2,206 0.1 54,928 490,207 15.6 41,203 205,501 4.4

  税金等調整前 
  中間(当期)純損失   168,154 △8.2 483,326 △15.4  549,253 △11.7

  法人税、住民税 
  及び事業税   2,200   2,695 3,394   

  法人税等調整額   △16,322 △14,121 △0.6 47,841 50,536 1.6 △11,137 △7,743 △0.2

  少数株主利益又は 
  少数株主損失（△）   2,620 0.1 4,602 0.2  △47,786 △1.0

  中間(当期)純損失   156,653 △7.7 538,465 △17.2  493,723 △10.5

         



（訂正後） 

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比

(％) 金額(千円)
百分比
(％) 金額(千円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高    2,042,666 100.0 3,131,133 100.0   4,703,286 100.0

Ⅱ 売上原価    1,667,765 81.6 2,406,636 76.9   3,796,296 80.7

   売上総利益    374,900 18.4 724,496 23.1   906,989 19.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  525,438 25.8 706,193 22.5   1,178,225 25.1

   営業利益又は 
   営業損失（△）    △150,537 △7.4 18,303 0.6   △271,235 △5.8

Ⅳ 営業外収益          

 １ 受取利息   61   404 239   

 ２ 為替差益   413   ─ ─   

 ３ 関係会社業務支援料   ─   4,459 4,219   

 ４ 法人税等還付加算金   ─   865 ─   

 ５ その他   689 1,164 0.1 2,162 7,892 0.2 6,476 10,935 0.2

Ⅴ 営業外費用          

 １ 支払利息   17,840   36,782 48,855   

 ２ 株式交付費   535   ― 447   

 ３ 持分法による 
   投資損失   ─   10,562 31,665   

 ４ その他   508 18,884 0.9 424 47,769 1.5 4,793 85,762 1.8

   経常損失    168,258 △8.2 21,573 △0.7   346,062 △7.4

Ⅵ 特別利益          

 １ 投資有価証券売却益   ─   28,444 ─   

 ２ 貸倒引当金戻入益   2,310 2,310 0.1 10 28,454 0.9 2,310 2,310 0.1

Ⅶ 特別損失          

 １ 固定資産売却損 ※２ ─   2,008 ─   

 ２ 固定資産除却損   2,206   544 3,296   

 ３ 投資有価証券評価損   ─   65,483 ─   

 ４ 減損損失 ※３ ─   367,242 161,001   

 ５ のれん償却額   ─ 2,206 0.1 54,928 490,207 15.6 41,203 205,501 4.4

  税金等調整前 
  中間(当期)純損失    168,154 △8.2 483,326 △15.4   549,253 △11.7

  法人税、住民税 
  及び事業税   2,200   2,695 3,394   

  法人税等調整額   △16,322 △14,121 △0.6 47,841 50,536 1.6 △11,137 △7,743 △0.2

  少数株主利益又は 
  少数株主損失（△）    2,620 0.1 4,602 0.2   △47,786 △1.0

  中間(当期)純損失    156,653 △7.7 538,465 △17.2   493,723 △10.5

           



訂正箇所11. 第一部【企業情報】第5【経理の状況】１【中間連結財務諸表等】(1)【中間連結財務諸表】継続企業の前提に重要な疑

義を抱かせる事象又は状況 

 （訂正前） 

当中間連結会計期間（自 平成19年4月１日 至 平成19年9月30日） 

当社グループは、当中間連結会計期間において、オンラインゲーム事業について当初想定しておりました収益及びキャッシュ・フ

ローが計画に達成せず、対象となる工具器具備品及びソフトウェア並びに専用実施権の減損処理を行い、リース資産についてはリー

ス資産減損勘定を認識した結果357,584千円の減損損失が発生いたしました。また、連結子会社株式会社カイロスにおける超過収益力

の効果が短期間では実現しないと判断したため、当該連結子会社に関するのれんの帳簿価額を全額減損し、のれん償却額として特別

損失に計上いたしました。これに加えて、投資対象会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したため、65,483千円の投資

有価証券評価損を計上いたしました。  

 上記他合計で490,207千円の特別損失を計上した結果、中間純損失が538,465千円となり、当中間連結会計期間において株主資本が

19,268千円のマイナスとなっております。  

 また、オンラインゲーム事業に係る投資等に伴い、短期借入金等の有利子負債が増加し、当中間連結会計期間末において流動比率が

45.6%と低下しております。  

 これらにより、当グループには継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。  

中間連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を解消すべく、以下の施策を進めております。  

  

（1）株主資本のマイナスについて  

①第三者割当増資  

平成19年12月26日に双日株式会社と第三者割当増資にかかる基本合意書を締結しております。 

   当該基本合意書に基づき、双日株式会社を割当先とした、新株引受契約を締結することを計画 

   しております(当該基本合意書の詳細については、重要な後発事象参照)。  

 ② 一部の事業売却  

   臨時取締役会（平成19年11月22日開催）において、当社が展開しておりますインターネット接続サー 

ビス事業の一部について譲渡することを決議し同日譲渡契約を締結し、平成19年12月1日に譲渡いたし 

ました(当該一部の事業売却の詳細については、重要な後発事象参照)。  

   上記の取り組みの結果、当連結会計年度中での債務超過の状況を解消する予定であります。 

(2) 有利子負債の削減について  

    当中間連結会計期間末に45.6%と低下している流動比率について、短期間に当該比率を高める 

   ことが急務と考えており、上記の第三者割当増資等によって得た資金につきましては、返済に 

   充て有利子負債の削減に努めてまいります。  

(3) 収益力の向上について  

      当中間連結会計期間において、営業利益18,303千円を計上しており、営業キャッシュ・フロ 

   ーについてもプラスを維持しております。今回のオンラインゲーム事業の減損及び一部の事業 

   売却の結果、当社が収益基盤としておりますデータセンター事業に経営資源を集中させること 

   によって、さらなる収益力の向上を図っていく所存であります。  

      従いまして、中間連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な 

  疑義の影響を中間連結財務諸表には反映しておりません。  



 （訂正後） 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

当社グループは、当中間連結会計期間において、コンテンツ事業配信セグメントにおけるオンラインゲーム事業について当初想定

しておりました収益及びキャッシュ・フローが計画に達成せず、対象となる工具器具備品及びソフトウェア並びに専用実施権の減損

処理を行い、リース資産についてはリース資産減損勘定を認識した結果357,584千円の減損損失が発生いたしました。また、連結子会

社株式会社カイロスにおける超過収益力の効果が短期間では実現しないと判断したため、当該連結子会社に関するのれんの帳簿価額

54,928千円を全額減損し、のれん償却額として特別損失に計上いたしました。これに加えて、投資対象会社の財政状態の悪化により

実質価額が著しく低下したため、65,483千円の投資有価証券評価損を計上いたしました。  

  上記の他合計で490,207千円の特別損失を計上した結果、中間純損失が483,326千円となり、当中間連結会計期間において株主資本

が19,268千円のマイナスとなっております。  

  また、オンラインゲーム事業に係る投資等に伴い、短期借入金等の有利子負債が増加し、当中間連結会計期間末において流動比率

が45.6%と低下しております。  

  これらにより、当グループには継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

  中間連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を解消すべく、以下の施策を進めております。 

（1）株主資本のマイナスについて  

①第三者割当増資  

平成19年12月27日に双日株式会社と資本提携に関する基本合意書を締結いたしました。当該基本合 

意書に基づき、平成20年1月下旬に双日株式会社を割当先とした、新株引受契約を締結いたします(当 

該基本合意書の詳細については、重要な後発事象注記参照)。  

  ②一部の事業売却  

    臨時取締役会（平成19年11月22日開催）において、当社が展開しておりますインターネット接続サ 

    ービス事業の一部について譲渡することを決議し同日譲渡契約を締結し、平成19年12月1日に譲渡いた 

    しました(当該一部の事業売却の詳細については、重要な後発事象注記参照)。  

   上記の取り組みの結果、当連結会計年度中での債務超過の状況を解消する予定であります。 

(2)有利子負債の削減について  

    当中間連結会計期間末に45.6%と低下している流動比率について、短期間に当該比率を高める 

  ことが急務と考えており、上記の第三者割当増資等によって得た資金につきましては、返済に 

  充て有利子負債の削減に努めてまいります。  

(3)収益力の向上について  

     当中間連結会計期間において、営業利益18,303千円を計上しており、営業キャッシュ・フローにつ 

いてもプラスを維持しております。今回のオンラインゲーム事業の減損及び一部の事業売却の結果、当社が収益基盤としておりま

すデータセンター事業に経営資源を集中させることによって、さらなる収益力の向上を図っていく所存であります。  

     従いまして、中間連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の 

影響を中間連結財務諸表には反映しておりません。  

  

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 

訂正箇所12. 第一部【企業情報】第5【経理の状況】１【中間連結財務諸表等】(1)【中間連結財務諸表】 中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項 

 （訂正前） 



前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 
 連結子会社は株式会社イクス
フェイズ、株式会社カイロス、
さくらクリエイティヴ株式会
社、株式会社ＤＯＭＩＲＵ，
SAKURA  Internet(USA),  Inc. 
の５社であります。なお、当中
間連結会計期間よりさくらクリ
エイティヴ株式会社、株式会社
Ｄ Ｏ Ｍ Ｉ Ｒ Ｕ、SAKURA 
Internet(USA), Inc.を設立し
たことにより連結の範囲に含め
ております。また、株式会社Ｄ
ＯＭＩＲＵとSAKURA Internet
(USA), Inc. についてはみなし
取得日を当中間連結会計期間末
としているため、当中間連結会
計期間は同社の貸借対照表のみ
を連結しております。 

１ 連結の範囲に関する事項
連結子会社は株式会社カイ

ロス、さくらクリエイティヴ株
式 会 社、SAKURA  Internet
(USA), Inc. 、株式会社イリス
の4社であります。なお、当中
間連結会計期間より株式会社イ
リスを設立したことにより連結
の範囲に含めております。ま
た、前連結会計年度末(平成19
年３月31日)において連結の範
囲に含めておりました株式会社
イクスフェイズは、株式売却に
より、当中間連結会計期間にお
いて連結の範囲から除いており
ます。なお、同社については、
みなし売却日(平成19年７月31
日)までの損益及びキャッシ
ュ・フローの状況を連結損益計
算書、連結キャッシュ・フロー
計算書及び連結株主資本等変動
計算書に含めております。 

１ 連結の範囲に関する事項 
 連結子会社は株式会社イクス
フェイズ、株式会社カイロス、
さくらクリエイティヴ株式会
社、SAKURA  Internet(USA), 
Inc. の4社であります。なお、
当連結会計年度よりさくらクリ
エイティヴ株式会社、SAKURA 
Internet(USA), Inc.を設立し
たことにより連結の範囲に含め
ております。また、中間会計期
間末(平成18年９月30日)におい
て連結の範囲に含めておりまし
た株式会社ＤＯＭＩＲＵは、持
株比率減少により関連会社とな
ったため、当連結会計年度にお
いて連結の範囲から除外し持分
法適用会社としました。なお、
同社については、みなし売却日
(平成18年12月31日)までの損益
及びキャッシュ・フローの状況
を連結損益計算書、連結キャッ
シュ・フロー計算書及び連結株
主資本等変動計算書に含めてお
ります。 

２ 持分法の適用に関する事項 
持分法適用の関連会社は上海
伯漢信息技術有限公司の１社で
あり、当中間連結会計期間にお
いて設立したことにより、持分
法の適用範囲に含めておりま
す。 

２ 持分法の適用に関する事項
 持分法適用の関連会社は上海
伯漢信息技術有限公司、株式会
社ＤＯＭＩＲＵの2社でありま
す。 

２ 持分法の適用に関する事項 
持分法適用の関連会社は上海
伯漢信息技術有限公司、株式会
社ＤＯＭＩＲＵの2社でありま
す。なお、株式会社ＤＯＭＩＲ
Ｕについては、みなし売却日
(平成18年12月31日)以降の損益
に対応する部分を持分法損益と
しております。 

３ 連結子会社の中間決算日等
に関する事項 
連結子会社のうち、株式会

社イクスフェイズ及びさくら
クリエイティヴ株式会社の中
間決算日は8月31日でありま
す。中間連結財務諸表作成に
あたっては、同日現在の財務
諸表を使用し、中間連結決算
日との間に生じた重要な取引
については、連結上必要な調
整を行っております。また、
連結子会社のうち、SAKURA 
Internet(USA),  Inc.につい
ては平成18年８月に新たに設
立したため、中間連結財務諸
表作成にあたっては、設立日
現在の財務諸表を使用し、中
間連結決算日との間に生じた
重要な取引については、連結
上必要な調整を行っておりま
す。 

３ 連結子会社の中間決算日等
に関する事項 
連結子会社のうち、SAKURA 

Internet(USA),  Inc.の中間
決算日は６月30日であり、さ
くらクリエイティヴ株式会社
の中間決算日は8月31日であ
ります。連結財務諸表作成に
あたっては、同日現在の財務
諸表を使用し、中間連結決算
日との間に生じた重要な取引
については、連結上必要な調
整を行っております。 

３ 連結子会社の事業年度等に
関する事項 
連結子会社のうち、SAKURA 
Internet(USA),  Inc.の決算
日は12月31日であり、株式会
社イクスフェイズ及びさくら
クリエイティヴ株式会社の決
算日は２月28日であります。
連結財務諸表作成にあたって
は、同日現在の財務諸表を使
用し、連結決算日との間に生
じた重要な取引については、
連結上必要な調整を行ってお
ります。 



（訂正後） 

  

訂正箇所13. 第一部【企業情報】第5【経理の状況】１【中間連結財務諸表等】(1)【中間連結財務諸表】 中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

 連結子会社は株式会社イクス

フェイズ、株式会社カイロス、

さくらクリエイティヴ株式会

社、株式会社ＤＯＭＩＲＵ，

SAKURA  Internet(USA),  Inc. 

の５社であります。なお、当中

間連結会計期間よりさくらクリ

エイティヴ株式会社、株式会社

Ｄ Ｏ Ｍ Ｉ Ｒ Ｕ、SAKURA 

Internet(USA), Inc.を設立し

たことにより連結の範囲に含め

ております。また、株式会社Ｄ

ＯＭＩＲＵとSAKURA Internet

(USA), Inc. についてはみなし

取得日を当中間連結会計期間末

としているため、当中間連結会

計期間は同社の貸借対照表のみ

を連結しております。 

１ 連結の範囲に関する事項 

連結子会社は株式会社カイロ

ス、さくらクリエイティヴ株

式 会 社、SAKURA  Internet 

(USA), Inc. 、株式会社イリ

スの4社であります。なお、当

中間連結会計期間より株式会

社イリスを設立したことによ

り連結の範囲に含めておりま

す。また、前連結会計年度末

(平成19年３月31日)において

連結の範囲に含めておりまし

た株式会社イクスフェイズ

は、株式売却により、当中間

連結会計期間において連結の

範囲から除いております。な

お、同社については、売却日

(平成19年７月31日)までの損

益及びキャッシュ・フローの

状況を中間連結損益計算書、

中間連結キャッシュ・フロー

計算書及び中間連結株主資本

等変動計算書に含めておりま

す。 

１ 連結の範囲に関する事項 

 連結子会社は株式会社イクス

フェイズ、株式会社カイロス、

さくらクリエイティヴ株式会

社、SAKURA  Internet(USA), 

Inc. の4社であります。なお、

当連結会計年度よりさくらクリ

エイティヴ株式会社、SAKURA 

Internet(USA), Inc.を設立し

たことにより連結の範囲に含め

ております。また、中間会計期

間末(平成18年９月30日)におい

て連結の範囲に含めておりまし

た株式会社ＤＯＭＩＲＵは、持

株比率減少により関連会社とな

ったため、当連結会計年度にお

いて連結の範囲から除外し持分

法適用会社としました。なお、

同社については、みなし売却日

(平成18年12月31日)までの損益

及びキャッシュ・フローの状況

を連結損益計算書、連結キャッ

シュ・フロー計算書及び連結株

主資本等変動計算書に含めてお

ります。 

２ 持分法の適用に関する事項 

  持分法適用の関連会社は上海

伯漢信息技術有限公司の１社で

あり、当中間連結会計期間にお

いて設立したことにより、持分

法の適用範囲に含めておりま

す。 

２ 持分法の適用に関する事項 

  持分法適用の関連会社は上海

伯漢信息技術有限公司、株式会

社ＤＯＭＩＲＵの2社でありま

す。 

２ 持分法の適用に関する事項 

  持分法適用の関連会社は上海

伯漢信息技術有限公司、株式会

社ＤＯＭＩＲＵの2社でありま

す。なお、株式会社ＤＯＭＩＲ

Ｕについては、みなし売却日

(平成18年12月31日)以降の損益

に対応する部分を持分法損益と

しております。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

  連結子会社のうち、株式会社

イクスフェイズ及びさくらクリ

エイティヴ株式会社の中間決算

日は8月31日であります。中間

連結財務諸表作成にあたって

は、同日現在の財務諸表を使用

し、中間連結決算日との間に生

じた重要な取引については、連

結上必要な調整を行っておりま

す。また、連結子会社のうち、

SAKURA Internet(USA), Inc.に

ついては平成18年８月に新たに

設立したため、中間連結財務諸

表作成にあたっては、設立日現

在の財務諸表を使用し、中間連

結決算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必要な

調整を行っております。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

 連結子会社のうち、SAKURA 

Internet(USA), Inc.の中間決

算日は６月30日であり、さくら

クリエイティヴ株式会社の中間

決算日は8月31日であります。

中間連結財務諸表作成にあたっ

ては、同日現在の財務諸表を使

用し、中間連結決算日との間に

生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行っており

ます。 

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

 連結子会社のうち、SAKURA 

Internet(USA), Inc.の決算日

は12月31日であり、株式会社イ

クスフェイズ及びさくらクリエ

イティヴ株式会社の決算日は２

月28日であります。連結財務諸

表作成にあたっては、同日現在

の財務諸表を使用し、連結決算

日との間に生じた重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を

行っております。 



 （訂正前） 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

  ① 有価証券 

    その他有価証券 

     時価のないもの 

移動平均法による原価

法を採用しておりま

す。 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

  ① 有価証券 

    その他有価証券 

     時価のないもの 

     同左 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

  ① 有価証券 

    その他有価証券 

     時価のないもの 

      同左 

  ② たな卸資産 

    仕掛品 

個別法による原価法を採

用しております。 

  ② たな卸資産 

    仕掛品 

     同左 

  ② たな卸資産 

    仕掛品 

個別法による原価法を採

用しております。 

    貯蔵品 

     1. サーバ 

先入先出法による原

価法を採用しており

ます。 

    貯蔵品 

     1. サーバ 

    同左 

    貯蔵品 

     1. サーバ 

先入先出法による原価

法を採用しておりま

す。 

     2. その他 

終仕入原価法によ

る原価法を採用して

おります。 

     2. その他 

    同左 

     2. その他 

  終仕入原価法によ

る原価法を採用してお

ります。 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

  ① 有形固定資産 

定率法を採用しておりま

す。 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

        建物   ６年から18年   

         工具器具４年から15年 

        備品 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

  ① 有形固定資産 

        同左 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

  ① 有形固定資産  

定率法を採用しておりま

す。  

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。  

        建物  ６年から18年   

         工具器具４年から15年 

        備品 

  （会計方針の変更） 

 法人税法の改正（(所得税法等の

一部を改正する法律 平成19年３

月30日 法律第６号）及び（法人

税法施行令の一部を改正する政令

平成19年３月30日 政令第83号)）

に伴い、平成19年４月１日以降に

取得したものについては、改正後

の法人税法に基づく方法に変更し

ております。 

 なお、この変更による損益に与

える影響は軽微であります。ま

た、セグメント情報に与える影響

については、当該箇所に記載して

おります。 

  



 （訂正後） 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

  ① 有価証券 

    その他有価証券 

     時価のないもの 

移動平均法による原価

法を採用しておりま

す。 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

  ① 有価証券 

    その他有価証券 

     時価のないもの 

     同左 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

  ① 有価証券 

    その他有価証券 

     時価のないもの 

      同左 

  ② たな卸資産 

    仕掛品 

個別法による原価法を採

用しております。 

  ② たな卸資産 

    仕掛品 

     同左 

  ② たな卸資産 

    仕掛品 

     同左 

     

    貯蔵品 

     1. サーバ 

先入先出法による原

価法を採用しており

ます。 

    貯蔵品 

     1. サーバ 

    同左 

    貯蔵品 

     1. サーバ 

    同左 

     

     2. その他 

終仕入原価法によ

る原価法を採用して

おります。 

     2. その他 

    同左 

     2. その他 

    同左 

     

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

  ① 有形固定資産 

定率法を採用しておりま

す。 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

        建物   ６年から18年   

         工具器具４年から15年 

        備品 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

  ① 有形固定資産 

        同左 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

  ① 有形固定資産  

定率法を採用しておりま

す。  

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。  

        建物  ６年から18年   

         工具器具４年から15年 

        備品 

  （会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法

人税法の改正（(所得税法等の一部

を改正する法律 平成19年３月30

日 法律第６号）及び（法人税法

施行令の一部を改正する政令 平

成19年３月30日 政令第83号)）に

伴い、平成19年４月１日以降に取

得したものについては、改正後の

法人税法に基づく方法に変更して

おります。 

 なお、この変更による損益に与

える影響は軽微であります。ま

た、セグメント情報に与える影響

については、当該箇所に記載して

おります。 

  



訂正箇所14.第一部【企業情報】第5【経理の状況】１【中間連結財務諸表等】(1)【中間連結財務諸表】表示方法の変更 

 （訂正前） 

  

 （訂正後） 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

――― 
 

(中間連結損益計算書)  

 

 

 

 

 

 
  

１. 前中間連結会計期間において独

立掲記しておりました「為替差益」

(当中間連結会計期間は192千円)は

金額的重要性がないため、営業外収

益の「その他」に含めて表示してお

ります。 

 

 

 

 

 

 
  

  ２. 前中間連結会計期間において営

業外収益の「その他」掲記しており

ました「関係会社業務支援料」は当

中間連結会計期間より区分掲記して

おります。  

前中間連結会計期間における「関係

会社業務支援料」は620千円であり

ます。 

  

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  (中間連結損益計算書)  

――― 

 

 

 

 

 
  

１. 前中間連結会計期間において独

立掲記しておりました「為替差益」

(当中間連結会計期間は192千円)は

金額的重要性がないため、営業外収

益の「その他」に含めて表示してお

ります。 

――― 

 

 

 

 

 
  

――― ２. 前中間連結会計期間において営

業外収益の「その他」掲記しており

ました「関係会社業務支援料」は当

中間連結会計期間より区分掲記して

おります。  

前中間連結会計期間における「関係

会社業務支援料」は620千円であり

ます。 

――― 

  

  



訂正箇所15. 第一部【企業情報】第5【経理の状況】１【中間連結財務諸表等】(1)【中間連結財務諸表】注記事項(中間連結貸借対照

表関係) 

 （訂正前） 

 (中間連結貸借対照表関係) 

 （訂正後） 

 (中間連結貸借対照表関係) 

  

前中間連結会計期間末 
        (平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末
        (平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 
        (平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累

計額は、537,973千円であり

ます。 

※１ 有形固定資産の減価償却累

計額は、957,686千円であり

ます。 

※１ 有形固定資産の減価償却累

計額は、753,450千円であり

ます。 

前中間連結会計期間末 
        (平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末
        (平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 
        (平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、537,973千円でありま

す。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、957,686千円でありま

す。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、753,450千円でありま

す。 

        ―――  ２  偶発債務 

債務保証 

次の関係会社のリース債務に

対し債務保証を行っておりま

す。 

  

保証先 
金額(千
円) 

内容

株 式 会 社
DOMIRU 

77,618
リース債

務 
計 77,618 ―

 ２  偶発債務 

債務保証 

次の関係会社のリース債務に

対し債務保証を行っておりま

す。 

保証先
金額(千
円) 

内容 

株 式 会 社
DOMIRU 

91,316 
リース債

務 
計 91,316 ― 



訂正箇所16. 第一部【企業情報】第5【経理の状況】１【中間連結財務諸表等】(1)【中間連結財務諸表】(中間連結損益計算書関係) 

 （訂正前） 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のう

ち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

   (前連結会計年度において、

「連結調整勘定償却額」と

して注記されていたもの

は、当中間連結会計期間か

ら、「のれん償却額」と表

示しております。) 

        

役員報酬 49,556千円
給料手当 163,244千円
広告宣伝費 87,770千円
支払手数料 69,538千円
のれん償却額 13,340千円
貸 倒 引 当
金        繰
入額 

1,780千円

※１ 販売費及び一般管理費のう

ち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

※２ 固定資産売却損の内訳は次

のとおりであります。 

    

   工具器具備品2,008千円 

役員報酬 50,284千円
給料手当 212,190千円
広告宣伝費 134,212千円
支払手数料 99,551千円
のれん償却額 7,846千円
貸 倒 引 当
金        繰
入額 

13,985千円

※１ 販売費及び一般管理費のう

ち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

        

  

役員報酬 108,945千円
給料手当 375,553千円
広告宣伝費 181,351千円
支払手数料 164,127千円
のれん償却額 26,681千円
貸 倒 引 当
金        繰
入額 

10,179千円

       ――― 

  

  

※３ 減損損失 

当社グループは、セグメン

トを構成する単位である事

業を基本単位としつつ、独

立したキャッシュフローを

生み出すサービス単位にお

いてグルーピングを行って

おります。 

コンテンツ配信事業セグメ

ントにおけるオンラインゲ

ームの収益力が低下してお

り、赤字事業となっている

とともに将来回復の見込み

も乏しいため、当該オンラ

インゲームに関する固定資

産(所有権移転外ファイナン

スリース含む)の帳簿価額を

全額減損し、減損損失とし

て特別損失に計上しており

ます。 

主な固定資産の種類毎の当

該金額の内訳は以下のとお

りであります。 

(千円) 

   その他データセンター運営

事業セグメントに係るもの

も含め当中間連結会計期間

における減損損失の金額は

367,242千円であります。 

セグメント 種類 減損損失

コンテンツ 
        配
信事業 

専用実施権 210,753
ソフトウェ
ア 

126,369

リース資産
減損勘定 

18,818

工具器具備
品 

1,643

※３ 減損損失 

当社グループは、セグメン

トを構成する単位である事

業を基本単位としつつ、独

立したキャッシュフローを

生み出すサービス単位にお

いてグルーピングを行って

おります。 

コンテンツ配信事業につい

ては、一部のオンラインゲ

ームの収益力が低下してお

り、赤字事業となっている

とともに将来回復の見込み

も乏しいため、当該オンラ

インゲームに関する固定資

産(所有権移転外ファイナン

スリース含む)の帳簿価額を

全額減損し、減損損失とし

て特別損失に計上しており

ます。 

また、セグメント、種類、

減損損失の内訳は以下のと

おりです。 

(千円) 

セグメント 種類 減損損失 

コンテンツ
        配
信事業 

専用実施権 83,235 
ソフトウェ
ア 

46,032 

リース資産 
減損勘定 

31,733 

計 161,001 



 （訂正後） 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のう

ち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

   (前連結会計年度において、

「連結調整勘定償却額」と

して注記されていたもの

は、当中間連結会計期間か

ら、「のれん償却額」と表

示しております。) 

       ――― 

役員報酬 49,556千円
給料手当 163,244千円
広告宣伝費 87,770千円
支払手数料 69,538千円
のれん償却額 13,340千円
貸 倒 引 当
金        繰
入額 

1,780千円

※１ 販売費及び一般管理費のう

ち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

※２ 固定資産売却損の内訳は次

のとおりであります。 

    

   工具器具備品2,008千円 

役員報酬 50,284千円
給料手当 212,190千円
広告宣伝費 134,212千円
支払手数料 99,551千円
のれん償却額 7,846千円
貸 倒 引 当
金        繰
入額 

13,985千円

※１ 販売費及び一般管理費のう

ち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

       ――― 

  

役員報酬 108,945千円
給料手当 375,553千円
広告宣伝費 181,351千円
支払手数料 164,127千円
のれん償却額 26,681千円
貸 倒 引 当
金        繰
入額 

10,179千円

       ――― 

  

  

※３ 減損損失 

 当社グループは、セグメント

を構成する単位である事業を基

本単位としつつ、独立したキャ

ッシュフローを生み出すサービ

ス単位においてグルーピングを

行っております。 

  コンテンツ配信事業セグメン

トにおけるオンラインゲームの

収益力が低下しており、赤字事

業となっているとともに将来回

復の見込みも乏しいため、当該

オンラインゲームに関する固定

資産(所有権移転外ファイナン

スリース含む)の帳簿価額を全

額減損し、減損損失として特別

損失に計上しております。 

  主な固定資産の種類ごとの当

該金額の内訳は以下のとおりで

あります。 

(千円) 

   その他データセンター運営事

業セグメントにおける不稼動

資 産 に 係 る 減 損 損 失 額

（9,658千円）も含め当中間

連結会計期間における減損損

失の金額は367,242千円であ

ります。 

セグメント 種類 減損損失

コンテンツ 
        配
信事業 

専用実施権 210,753
ソフトウェ
ア 

126,369

リース資産
減損勘定 

18,818

工具器具備
品 

1,643

※３ 減損損失 

当社グループは、セグメント

を構成する単位である事業を基

本単位としつつ、独立したキャ

ッシュフローを生み出すサービ

ス単位においてグルーピングを

行っております。 

  コンテンツ配信事業について

は、一部のオンラインゲームの

収益力が低下しており、赤字事

業となっているとともに将来回

復の見込みも乏しいため、当該

オンラインゲームに関する固定

資産(所有権移転外ファイナン

スリース含む)の帳簿価額を全

額減損し、減損損失として特別

損失に計上しております。 

  また、セグメント、種類、減

損損失の内訳は以下のとおりで

す。 

(千円) 

セグメント 種類 減損損失 

コンテンツ
        配
信事業 

専用実施権 83,235 
ソフトウェ
ア 

46,032 

リース資産 
減損勘定 

31,733 

計 161,001 



訂正箇所17. 第一部【企業情報】第5【経理の状況】１【中間連結財務諸表等】(1)【中間連結財務諸表】(リース取引関係) 

 （訂正前） 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

(借主側) 

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額 

有形固定資 
（工具器具備

品） 
 

取得価額相当額 336,609千円
減価償却累計額 
        相当額 

40,237千円

中間期末残高 
        相当額 

296,372千円

(借主側) 

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額及び中間期末残高相当

額 

有形固定資
（工具器具備品）
取得価額相当額 566,694千円
減価償却累計額
        相当額 

137,356千円

減損損失累計額
        相当額 

49,963千円

期末残高相当額 379,374千円

(借主側) 

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額及び期末残高相当額 

有形固定資産 
 （工具器具備

品） 
 

取得価額相当額 444,225千円
減価償却累計額 
        相当額 

75,273千円

減損損失累計額 
        相当額 

31,733千円

期末残高相当額 337,218千円

②未経過リース料中間期末残高相当

額 

１年以内 80,900千円

１年超 217,076千円

合計 297,977千円

②未経過リース料中間期末残高相当

額及びリース資産勘定中間期末残

高 

１年以内 142,448千円

１年超 287,471千円

合計 429,919千円
リース資産減損
勘定期末残高 

44,868千円

②未経過リース料期末残高相当額及

びリース資産減損勘定期末残高 

１年以内 110,940千円

１年超 261,084千円

合計 372,025千円
リース資産減損 
勘定期末残高 

31,733千円

③支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

支払リース料 25,128千円

減価償却費相当額 23,751千円

支払利息相当額 2,309千円

③支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却類計額相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 72,677千円

減価償却費相当額 62,991千円

支払利息相当額 10,870千円

減損損失 18,230千円

③支払リース料、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 62,740千円

減価償却費相当額 58,873千円

支払利息相当額 6,355千円

減損損失 31,733千円

④減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法 

 減価償却費相当額の算定方法 

 ・リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。 

④減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法 

 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法 

 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 利息相当額の算定方法 

 ・リース料総額とリース物件の取

得価額相当額の差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっておりま

す。 

 利息相当額の算定方法 

同左 

 利息相当額の算定方法 

同左 



 （訂正後） 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引 

(借主側) 

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額 

有形固定資産 
（工具器具備

品） 
 

取得価額相当額 336,609千円
減価償却累計額 
        相当額 

40,237千円

中間期末残高 
        相当額 

296,372千円

(借主側) 

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額及び中間期末残高相当

額 

有形固定資産
（工具器具備品）
取得価額相当額 569,048千円
減価償却累計額
相当額 

138,140千円

減損損失累計額
相当額 

50,552千円

中間期末残高
相当額 

380,355千円

(借主側) 

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額及び期末残高相当額 

有形固定資産 
（工具器具備品） 

 

取得価額相当額 444,225千円
減価償却累計額 
相当額 

75,273千円

減損損失累計額 
相当額 

31,733千円

期末残高相当額 337,218千円

②未経過リース料中間期末残高相当

額 

１年以内 80,900千円

１年超 217,076千円

合計 297,977千円

②未経過リース料中間期末残高相当

額及びリース資産勘定中間期末残

高 

１年以内 143,035千円

１年超 288,436千円

合計 431,471千円
リース資産減損
勘定中間期末 
残高 

44,868千円

②未経過リース料期末残高相当額及

びリース資産減損勘定期末残高 

１年以内 110,940千円

１年超 261,084千円

合計 372,025千円
リース資産減損 
勘定期末残高 

31,733千円

③支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

支払リース料 25,128千円

減価償却費相当額 23,751千円

支払利息相当額 2,309千円

③支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却類計額相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 72,989千円

減価償却費相当額 63,286千円

支払利息相当額 10,897千円

減損損失 18,818千円

③支払リース料、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 62,740千円

減価償却費相当額 58,873千円

支払利息相当額 6,355千円

減損損失 31,733千円

④減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法 

 減価償却費相当額の算定方法 

 ・リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。 

④減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法 

 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法 

 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 利息相当額の算定方法 

 ・リース料総額とリース物件の取

得価額相当額の差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっておりま

す。 

 利息相当額の算定方法 

同左 

 利息相当額の算定方法 

同左 



訂正箇所18. 第一部【企業情報】第5【経理の状況】１【中間連結財務諸表等】(1)【中間連結財務諸表】（ストック・オプション等

関係） 

 （訂正前） 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１．当該中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

売上原価の株式報酬費用         6,911千円 

販売費及び一般管理費の株式報酬費用   9,626千円 

  

２．ストック・オプションの内容及び規模 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１．当該連結会計年度における費用計上額及び科目名 

売上原価の株式報酬費用          7,820千円 

販売費及び一般管理費の株式報酬費用   12,590千円 

  

２．ストック・オプションの内容及び規模 

(１) ストック・オプションの内容 

会社名 提出会社 

決議年月日 平成18年６月27日 

付与対象者の区分及び人数 

取締役２名 

監査役３名 

当社使用人の資格を有するもの77名 

株式の種類及び付与数 普通株式 376株 

付与日 平成18年８月31日 

権利確定条件 

権利行使時においても、当社の取締役、監査役または従業員の地位に

あることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職等その他正

当な理由がある場合はこの限りではない。 

その他の条件は、当社と募集新株予約権者との間で締結する「新株予

約権割当契約書」で定めるところによる。 

対象勤務期間 
平成18年８月31日 

～平成20年６月27日 

権利行使期間 
平成20年６月28日 

～平成23年６月27日 

権利行使価格 329,000円 

付与日における公正な評価単価 185,399円 

決議年月日 平成12年11月１日 平成14年３月30日 

付与対象者の区分及び人数 
取締役２名 

当社使用人の資格を有するもの５名 

取締役１名 

当社使用人の資格を有するもの７名 

株式の種類及び付与数 普通株式 540株 普通株式 436株 

付与日 平成12年11月１日 平成14年３月30日 

権利確定条件 （注１） （注１） 

対象勤務期間（注２） 
平成12年11月１日 平成14年３月30日 



  

  

（注）１ 権利行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職

等その他正当な理由がある場合はこの限りではない。又、権利者が死亡した場合には、相続人が権利行使可能とする。その他の条件

は、当社と募集新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 

２ 付与日より権利行使期間の開始日の前日を対象勤務期間として記載しております。 

  

平成14年11月１日 平成16年３月31日 

権利行使期間 
平成14年11月２日 

平成18年11月１日 

平成16年４月１日 

平成19年３月31日 

決議年月日 平成16年３月10日 平成18年６月27日 

付与対象者の区分及び人数 
取締役３名 

当社使用人の資格を有するもの35名 

取締役２名 

監査役３名 

当社使用人の資格を有するもの77名 

株式の種類及び付与数 普通株式 1,000株 普通株式 376株 

付与日 平成16年３月31日 平成18年８月31日 

権利確定条件 （注１） （注１） 

対象勤務期間（注２） 
平成16年３月31日 

平成18年３月10日 

平成18年８月31日 

平成20年６月27日 

権利行使期間 
平成18年３月11日 

平成21年３月10日 

平成20年６月28日 

平成23年６月27日 



  (2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

   ①  ストック・オプションの数 

  

  

  ②  単価情報 

  
  

会社名 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成12年11月１日 平成14年３月30日 

権利確定前     

 期首（株） － － 

 付与（株） － － 

 失効（株） － － 

 権利確定（株） － － 

 未確定残（株） － － 

権利確定後     

 期首（株） 520 168 

 権利確定（株） － － 

 権利行使（株） 520 164 

 失効（株） － ４ 

 未行使残（株） － － 

会社名 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成16年３月10日 平成18年６月27日 

権利確定前     

 期首（株） － － 

 付与（株） － 376 

 失効（株） － － 

 権利確定（株） － 376 

 未確定残（株） － － 

権利確定後     

 期首（株） 832 － 

 権利確定（株） － 376 

 権利行使（株） 562 － 

 失効（株） 10 30 

 未行使残（株） 260 346 

会社名 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成12年11月１日 平成14年３月30日 

権利行使価格（円） 40,000 50,000 

行使時平均株価（円） 270,456 236,840 

付与日における公正な評価単価（円） － － 

会社名 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成16年３月10日 平成18年６月27日 



 

 ３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

当連結会計年度において付与された平成18年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりでありま

す。 

(1) 使用した評価技法 

     ブラック・ショールズ式 

 (2) 使用した主な基礎数値及びその見積方法 

（注）１. 当社は上場後の日が浅く、予想残存期間に対応する株価変動性を見積もることが出来ないため、「ストック・オプション

等に関する会計基準の適用指針」に基づき、当社と類似する企業に関する株価変動性の見積りを加重平均することにより不足する情

報量を補っております。 

なお、株価変動性の見積りに使用した株価実績は以下の期間に係るものであります。 

  

２. 十分なデータの蓄積が無く、合理的な見積が困難であるため、権利行使期間にわたって平均的に行使されるものと仮定して見積

っております。 

３．平成18年３月期の配当実績によっております。 

４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。 

  

 ４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。 

  

 （訂正後） 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

当該中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

売上原価                6,911千円 

販売費及び一般管理費          9,626千円 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１．当該連結会計年度における費用計上額及び科目名 

売上原価                 7,820千円 

販売費及び一般管理費          12,590千円 

  

２．当連結会計年度において存在したストック・オプションの内容 

  

権利行使価格（円） 50,000 329,000 

行使時平均株価（円） 265,633 － 

付与日における公正な評価単価（円） － 185,399 

  平成18年ストック・オプション 

株価変動性（注）１ 88.17％ 

予想残存期間（注）２ ３年３ヶ月 

予想配当（注）３ 500円／株 

無リスク利子率（注）３ 0.8536％ 

当社 平成18年２月から平成18年８月まで 

類似企業 平成15年６月から平成18年１月まで 

決議年月日 平成16年３月10日 平成18年６月27日



（注）１ 権利行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要する。但し、任期満了による退任、定年退

職等その他正当な理由がある場合はこの限りではない。又、権利者が死亡した場合には、相続人が権利行使可能とする。

その他の条件は、当社と募集新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 

２ 付与日より権利行使期間の開始日の前日を対象勤務期間として記載しております。 

訂正箇所19. 第一部【企業情報】第5【経理の状況】1【中間連結財務諸表等】（1)【中間連結財務諸表】(所在地別セグメント情報）

 （訂正前） 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計に占める「日本」の割合がいずれも90％を超えているため、記載

を省略しております。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計に占める「日本」の割合がいずれも90％を超えているため、記載

を省略しております。 

  

 （訂正後） 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略しております。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略しております。 

  

訂正箇所20. 第一部【企業情報】第5【経理の状況】1【中間連結財務諸表等】（1)【中間連結財務諸表】(１株当たり情報） 

  

（訂正前） 

  
(注) １株当たり中間(当期)純損失の算定上の基礎 

付与対象者の区分及び人数 
取締役３名 
当社使用人の資格を有するもの35名 

取締役２名
監査役３名 
当社使用人の資格を有するもの77名 

株式の種類別のストック・オ
プションの数 

普通株式 260株 普通株式 346株

付与日 平成16年３月31日 平成18年８月31日

権利確定条件 （注１） （注１）

対象勤務期間（注２） 
平成16年３月31日

        平成18年３月10日 
平成18年８月31日 

        平成20年６月27日 

権利行使期間 
平成18年３月11日 
平成21年３月10日 

平成20年６月28日  
平成23年６月27日 

権利行使価格（円） 50,000 329,000 

付与日における公正な評価単
価（円） 

－ 185,399 

項目 
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

中間損益計算書上の中間(当期)純損失(千円) 156,653 538,465 493,723

普通株式に係る中間(当期)純損失(千円) 156,653 538,465 493,723

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 31,256 32,270 31,678

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり中間

①新株引受権方式による
 ストックオプション 
 普通株式  104株 
②新株予約権 
 普通株式  690株 
なお、これらの概要は

①新株引受権方式による
 ストック・オプション 
 普通株式  260株 
②新株予約権 
 普通株式  333株 
なお、これらの概要は「第

―



  

  

(当期)純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 「第４提出会社の状況、
１株式等の状況、(2)新
株予約権等の状況」に記
載のとおりであります。

４提出会社の状況、１株式
等の状況、(2)新株予約権
等の状況」に記載のとおり
であります。 



（訂正後） 

  
(注) １株当たり中間(当期)純損失の算定上の基礎 

  

項目 
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

中間損益計算書上の中間(当期)純損失(千円) 156,653 538,465 493,723

普通株式に係る中間(当期)純損失(千円) 156,653 538,465 493,723

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 31,256 32,270 31,678

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり中間

(当期)純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 

①新株引受権方式による
 ストック・オプション
 普通株式  104株 
②新株予約権 
 普通株式  690株 
なお、これらの概要は
「第４提出会社の状況、
１株式等の状況、(2)新
株予約権等の状況」に記
載のとおりであります。

新株予約権
 普通株式  593株 
なお、これらの概要は「第
４提出会社の状況、１株式
等の状況、(2)新株予約権
等の状況」に記載のとおり
であります。 ―



訂正箇所21. 第一部【企業情報】第5【経理の状況】1【中間連結財務諸表等】（1)【中間連結財務諸表】(重要な後発事象） 

 （訂正前） 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

１.第三者割当増資 

  平成19年12月26日開催の取締役会において、双日株式会社と資本提携を行うことを前提に、第三 

  者割当増資に向けて具体的な条件の協議を進めることについて基本合意書の締結を決議いたしま 

  した。 

 (1)基本合意の概要  

  当社は、債務超過の早期解消と財務体質の強化に向けて資本増強策について検討してまいりまし 

  たが、本基本合意は、双日株式会社との戦略的資本提携により資本増強を図り当社の債務超過状 

  態を解消し、さらには当社事業の継続性発展を図ることを目的としたものです。  

 (2)基本合意における第三者割当増資の概要  

  ① 増資の割当対象者   ：双日株式会社  

  ② 増資の割当対象者の住所：東京都港区赤坂六丁目1番20号  

  ③ 発行する株式の種類  ：普通株式  

  ④ 発行予定株数      ：第三者割当後の総発行株式数の4分の1から3分の1の範囲内を目処 

                に決定する。  

  ⑤ 払込価額の算定方法   ：第三者割当増資引受契約締結日の前営業日から遡って３ヶ月間の 

                マザーズ市場における当社の普通株式の終値の平均値を参考値の 

                １倍から1.1倍を基準とし、協議の上決定する。但し、当該払込金 

                額は、会社法第199条第3項所定の募集株式の有利発行その他法的 

                規制及び会計・税務上の問題に抵触しない範囲内での合理的な価 

                額とする。また、第三者割当増資引受契約締結日より新株申込日 

                までの株価動向を踏まえて調整されるものとする。  

  ⑥ 払込期日        ：平成20年2月末までを目処にして決定する。  

  ⑦ 資金の使途       ：有利子負債の返済及び運転資金に充てる予定となっております。  

(3)その他留意事項  

双日株式会社の当社に関する財務・法務に関するデューディリジェンスの結果及び協議の進捗により最終契約締結に至らない場合も

あります。  

２.事業譲渡 

当社では、平成19年11月22日開催の取締役会において、平成19年12月１日をもって当社の持分法適用関連会社である株式会社DOMIRU

に対し、下記のとおりインターネット接続事業の一部を譲渡することを決議し、平成19年11月22日に事業譲渡契約書を締結いたしま

した。 

(1)譲渡の理由  

当社では、平成20年3月期中間決算におきまして多額の特別損失の計上に伴い株主資本が大幅に減少し、誠に遺憾ではありますが債務

超過の状態になりました。現在、当社では抜本的な業績回復に向けて経営基盤の確立を目指しております。  

 このような環境の中、ノンコア事業であるインターネット接続事業に今後継続投資していくより、当社の中核事業であるデータセ

ンター運営事業へ経営資源を集中させる必要があると考え、同事業の一部の事業売却を決定いたしました。  

 (2)事業を譲渡する相手会社の名称等  

  ①名 称         ：株式会社DOMIRU  

  ②本店所在地      ：東京都新宿区西新宿4-33-4  

  ③事業譲渡日      ：平成19年12月１日  



  ④譲渡する事業の内容  ：インターネット接続事業  

            （DIXサービス、ローミングサービス、ダイヤルアップサービス）  

  ⑤直近期の売上高    ：496百万円  

(3)譲渡資産の詳細 

  
※ 譲渡する負債についてはありません。 

  

(4)譲渡価額及び決済方法 

   譲渡価額の総額は300,000千円で、決済方法は現金決済となります。 

(5)損益に与える影響額 

   譲渡益により、231,396千円の特別利益が発生する予定です。 

  

 （訂正後） 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

１．資本提携に関する基本合意締結について 

平成19年12月27日開催の取締役会において、双日株式会社と資本提携に向け、第三者割当増資に向けて具体的な条件の協議を

進めることについて以下の基本合意書の締結を決議いたしました。 

(1)基本合意の概要 

 当社は、債務超過の早期解消と財務体質の強化に向けて資本増強策について検討してまいりましたが、本基本合意は、双日株

式会社との戦略的資本提携により資本増強を図り当社の債務超過状態を解消し、さらには当社事業の継続的発展を図ることを目

的としたものです。 

(2)資本提携の概要 

当社は平成20年３月期中に、双日株式会社を割当先とする第三者割当増資を行う予定であります。発行予定株数は、第三者割

当後の総発行株式数の４分の１から３分の１の範囲内を目処としておりますが、発行予定株数を含め、払込価額、その他の上記

増資の詳細については、両社協議の上決定いたします。 

(3)提携先の概要 

① 商号           双日株式会社  

  ② 事業内容       総合商社業  

  ③ 設立年月日     平成15年４月１日  

  ④ 本店所在地     東京都港区赤坂六丁目１番20 号  

  ⑤ 代表者         代表取締役社長 加瀬 豊  

  ⑥ 資本金       160,339 百万円（平成19年11月30日現在）  

  ⑦ 発行済株式総数 1,235,352,443 株  

  ⑧ 純資産(連結)   559,137 百万円  

  ⑨ 総資産(連結)   2,668,312 百万円  

  ⑩ 決算期         ３月31日  

  ⑪ 従業員数       18,642 名（平成19年９月30日現在）  

  ⑫ 大株主         日本マスタートラスト信託銀行株式会社 7.18%、日本トラステ 

資産 

項目 金額（千円） 

固定資産 17,852千円

合計 17,852千円



ィ・サービス信託銀行株式会社 6.92%、バンクオブニューヨーク 

ジーシーエムクライアントアカウントジェイピーアールディアイ 

エスジーエフイーエイシー2.68%、資産管理サービス信託銀行株式 

会社 2.44%、ゴールドマンサックスインターナショナル 1.91%  

(4)今後の日程 

平成20年 １月下旬 新株発行決議、新株引受契約締結（予定） 

平成20年 2月   新株発行（予定） 

  

２．事業の一部譲渡について 

平成19年11月22日開催の取締役会において、当社の持分法適用関連会社である株式会社DOMIRUに対し、下記のとおりインター

ネット接続事業の一部を譲渡することを決議し、同日譲渡契約を締結し、平成19年12月1日に譲渡いたしました。 

  

(1)譲渡の理由 

平成20年3月期中間決算におきまして多額の特別損失の計上に伴い株主資本が大幅に減少し、誠に遺憾ではありますが債務超過

の状態になりました。現在、当社では抜本的な業績回復に向けて経営基盤の確立を目指しております。  

 このような環境の中、ノンコア事業であるインターネット接続事業に今後継続投資していくより、当社の中核事業であるデー

タセンター運営事業へ経営資源を集中させる必要があると考え、同事業の一部の事業売却を決定いたしました。  

(2)事業を譲渡する相手会社の名称等 

 ①名 称            ：株式会社DOMIRU  

  ②本店所在地         ：東京都新宿区西新宿4-33-4  

  ③事業譲渡日         ：平成19年12月１日  

  ④譲渡する事業の内容     ：インターネット接続事業  

（DIXサービス、ローミングサービス、ダイヤルアップ 

サービス）  

  ⑤対象事業の直近期の売上高 ：496百万円  

(3)譲渡資産の詳細 

 ※ 譲渡する負債についてはありません。 

  

(4)譲渡価額及び決済方法 

譲渡価額の総額は300,000千円で、決済方法は現金決済となります。 

(5)損益に与える影響額 

譲渡益により、231,396千円の特別利益が発生する予定です。 

３．重要な資産の担保提供について 

平成19年12月26日開催の取締役会において、重要な資産の担保提供を行うことを決議し、同日下記の預金に対し預金担保差入

証により質権の設定を行いました。 

(1)重要な資産の担保提供の理由 

株式会社りそな銀行からの短期借入金の借入期限延長のため根担保として担保提供するものであります。 

(2)担保提供定期預金 

資産 

項目 金額（千円） 

固定資産 17,852千円

合計 17,852千円



 ①金 額         ：200,000千円 

  ②満期日         ：平成20年6月26日 

  ③種 類         ：期間6ヶ月の自動継続大口定期 

  

訂正箇所22. 第一部【企業情報】第5【経理の状況】２【中間財務諸表等】（1)【中間財務諸表】 ①【中間損益計算書】 

 （訂正前） 

  

    
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 
            
番号 

金額(千円) 
百分比 
           
(％) 

金額(千円)
百分比
           
(％) 

金額(千円) 
百分比 
            
(％) 

Ⅰ 売上高     1,880,910 100.0 2,960,406 100.0 4,398,489 100.0 

Ⅱ 売上原価     1,547,821 82.3 2,268,467 76.6 3,500,657 79.6 

   売上総利益     333,089 17.7 691,938 23.4 897,832 20.4 

Ⅲ 販売費及び一
般管理費     463,993 24.7 621,660 21.0 1,021,479 23.2 

   営業利益又 
      は営業損失
（△） 

    △130,904 △7.0 70,278 2.4 △123,647 △2.8 

Ⅳ 営業外収益 ※１   1,719 0.1 7,602 0.2 10,454 0.2 

Ⅴ 営業外費用 ※２   18,551 1.0 36,426 1.2 48,977 1.1 

   経常利益又
は 
   経 常 損 失
（△） 

    △147,737 △7.9 41,453 1.4 △162,170 △3.7 

Ⅵ 特別利益 ※３   2,310 0.2 ─ 2,310 0.1 

Ⅶ 特別損失 ※４      2,206 0.1 565,758 19.1 204,434 4.6 

   税引前中間 
   (当期)純損
失 

    147,633 △7.8 524,304 △17.7 364,294 △8.2 

   法人税、住
民税 
      及び事業税 

  755     795 1,670     

   法人税等調
整額   △2,841 △2,086 △0.1 45,178 45,973 1.6 △7,726 △6,056 △0.1 

   中間(当期)
純損失     145,546 △7.7 570,278 △19.3 358,238 △8.1 

              



  

（訂正後） 

  

訂正箇所23. 第一部【企業情報】第5【経理の状況】２【中間財務諸表等】（1)【中間財務諸表】③【中間株主資本等変動計算書】 

 （訂正前） 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 
            
番号 

金額(千円) 
百分比 
           
(％) 

金額(千円)
百分比
           
(％) 

金額(千円) 
百分比 
            
(％) 

Ⅰ 売上高     1,880,910 100.0 2,960,406 100.0 4,398,489 100.0 

Ⅱ 売上原価     1,547,821 82.3 2,268,467 76.6 3,500,657 79.6 

   売上総利益     333,089 17.7 691,938 23.4 897,832 20.4 

Ⅲ 販売費及び一
般管理費     463,993 24.7 621,660 21.0 1,021,479 23.2 

   営業利益又 
      は営業損失
（△） 

    △130,904 △7.0 70,278 2.4 △123,647 △2.8 

Ⅳ 営業外収益 ※１   1,719 0.1 7,602 0.2 10,454 0.2 

Ⅴ 営業外費用 ※２   18,551 1.0 36,426 1.2 48,977 1.1 

   経常利益又
は 
   経 常 損 失
（△） 

    △147,737 △7.9 41,453 1.4 △162,170 △3.7 

Ⅵ 特別利益 ※３   2,310 0.2 ─ 2,310 0.1 

Ⅶ 特別損失 ※４.
５    

  2,206 0.1 565,758 19.1 204,434 4.6 

   税引前中間 
   (当期)純損
失 

    147,633 △7.8 524,304 △17.7 364,294 △8.2 

   法人税、住
民税 
      及び事業税 

  755     795 1,670     

   法人税等調
整額   △2,841 △2,086 △0.1 45,178 45,973 1.6 △7,726 △6,056 △0.1 

   中間(当期)
純損失     145,546 △7.7 570,278 △19.3 358,238 △8.1 

              

  

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(千円) 366,500 200,700 200,700 

中間会計期間中の変動額       

 新株の発行 24,950 24,950 24,950 

 剰余金の配当 (注)       

 中間純損失       

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額) 
      

中間会計期間中の変動額合計 

(千円) 
24,950 24,950 24,950 

平成18年９月30日残高(千円) 391,450 225,650 225,650 



 



  

  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

  
  

  

株主資本 

新株予約権 純資産合計 
利益剰余金 

株主資本合計 
利益準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金合計 

繰越利益剰余金 

平成18年３月31日残高(千円) 2,880 245,263 248,143 815,343 ─ 815,343

中間会計期間中の変動額            

 新株の発行       49,900   49,900

 剰余金の配当 (注)   △15,512 △15,512 △15,512   △15,512

 中間純損失   △145,546 △145,546 △145,546   △145,546

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額) 
        3,168 3,168

中間会計期間中の変動額合計 

(千円) 
─ △161,058 △161,058 △111,158 3,168 △111,158

平成18年９月30日残高(千円) 2,880 84,204 87,084 704,184 3,168 707,353

  

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成19年３月31日残高(千円) 395,050 229,250 229,250 

中間会計期間中の変動額       

 新株の発行       

 剰余金の配当       

 中間純損失       

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額) 
      

中間会計期間中の変動額合計 

(千円) 
─ ─ ─ 

平成19年９月30日残高(千円) 395,050 229,250 229,250 

  

株主資本 

新株予約権 純資産合計 
利益剰余金 

株主資本合計 
利益準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金合計 

繰越利益剰余金 

平成19年３月31日残高(千円) 2,880 △128,487 △125,607 498,692 20,410 519,103

中間会計期間中の変動額            

 新株の発行            

 剰余金の配当            

 中間純損失   △570,278 △570,278 △570,278   △570,278



  

 

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額) 
─ ─ ─ ─ 16,538 16,538

中間会計期間中の変動額合計 

(千円) 
─ △570,278 △570,278 △570,278 16,538 △553,739

平成19年９月30日残高(千円) 2,880 △698,765 △695,885 △71,585 36,949 △34,636



  

 （訂正後） 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

  

  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

  

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高(千円) 366,500 200,700 200,700 

中間会計期間中の変動額       

 新株の発行 24,950 24,950 24,950 

 剰余金の配当 (注)       

 中間純損失       

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額) 
      

中間会計期間中の変動額合計 

(千円) 
24,950 24,950 24,950 

平成18年９月30日残高(千円) 391,450 225,650 225,650 

  

株主資本 

新株予約権 純資産合計 
利益剰余金 

株主資本合計 
利益準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金合計 

繰越利益剰余金 

平成18年３月31日残高(千円) 2,880 245,263 248,143 815,343 ─ 815,343

中間会計期間中の変動額            

 新株の発行       49,900   49,900

 剰余金の配当 (注)   △15,512 △15,512 △15,512   △15,512

 中間純損失   △145,546 △145,546 △145,546   △145,546

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額) 
        3,168 3,168

中間会計期間中の変動額合計 

(千円) 
─ △161,058 △161,058 △111,158 3,168 △107,989

平成18年９月30日残高(千円) 2,880 84,204 87,084 704,184 3,168 707,353

  

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成19年３月31日残高(千円) 395,050 229,250 229,250 

中間会計期間中の変動額       

 中間純損失       

 株主資本以外の項目の中間 



  

  

 会計期間中の変動額(純額)       

中間会計期間中の変動額合計 

(千円) 
─ ─ ─ 

平成19年９月30日残高(千円) 395,050 229,250 229,250 

  

株主資本 

新株予約権 純資産合計 

利益剰余金 

株主資本合計 
利益準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金合計

繰越利益剰余

金 

平成19年３月31日残高(千円) 2,880 △128,487 △125,607 498,692 20,410 519,103 

中間会計期間中の変動額             

 中間純損失   △570,278 △570,278 △570,278   △570,278 

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額) 
─ ─ ─ ─ 16,538 16,538 

中間会計期間中の変動額合計 

(千円) 
─ △570,278 △570,278 △570,278 16,538 △553,739 

平成19年９月30日残高(千円) 2,880 △698,765 △695,885 △71,585 36,949 △34,636 



  

訂正箇所24. 第一部【企業情報】第5【経理の状況】２【中間財務諸表等】（1)【中間財務諸表】 継続企業の前提に重要な疑義を抱

かせる事象又は状況 

 （訂正前） 

当中間連結会計期間（自 平成19年4月１日 至 平成19年9月30日） 

 当社は、当中間会計期間において、オンラインゲーム事業について当初想定しておりました収益及びキャッシュ・フローが計画に

達成せず、対象となる工具器具備品及びソフトウェア並びに専用実施権の減損処理を行い、リース資産についてはリース資産減損勘

定を認識した結果18,818千円の減損損失が発生いたしました。また、関係会社株式（株式会社カイロス・SAKURA Internet（USA)，

Inc・上海伯漢信息技術有限公司）及び投資有価証券の純資産価額が著しく悪化したことにより関係会社株式評価損98,928千円、投資

有価証券評価損65,483千円をそれぞれ計上いたしました。  

 上記合計他で565,758千円の特別損失を計上した結果、570,278千円の中間純損失となり、当中間会計期間において株主資本が

34,636千円のマイナスとなっております。  

 また、オンラインゲーム事業に係る投資等に伴い、短期借入金等の有利子負債が増加し、当中間会計期間末において流動比率が

39.6%と低下しております。  

 これらにより、当グループには継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。  

(1) 株主資本のマイナスについて  

① 第三者割当増資  

  平成19年12月26日に双日株式会社と第三者割当増資にかかる基本合意書を締結しております。 

  当該基本合意書に基づき、双日株式会社を割当先とした、新株引受契約を締結することを計画し 

  ております(当該基本合意書の詳細については、重要な後発事象参照)。 

② 一部の事業売却  

  臨時取締役会（平成19年11月22日開催）において、当社が展開しておりますインターネット接 

  続サービス事業の一部について譲渡することを決議し同日譲渡契約を締結し、平成19年12月1日に 

  譲渡いたしました(当該一部の事業売却の詳細については、重要な後発事象参照)。  

   上記の取り組みの結果、当会計年度中での債務超過の状況を解消する予定であります。 

(2) 有利子負債の削減について  

   当中間会計期間末に39.6%と低下している流動比率について、短期間に当該比率を高めることが 

  急務と考えており、上記の第三者割当増資等によって得た資金につきましては、返済に充て有利 

  子負債の削減に努めてまいります。  

(3) 収益力の向上について  

  当中間会計期間において、営業利益70,278千円を計上しており、営業キャッシュ・フローにつ 

  いてもプラスを維持しております。今回のオンラインゲーム事業の減損及び一部の事業売却の結 

  果、当社が収益基盤としておりますデータセンター事業に経営資源を集中させることによって、 

  さらなる収益力の向上を図っていく所存であります。  

  従いまして、中間財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の 

  影響を中間財務諸表には反映しておりません。  

 （訂正後） 

前中間会計期間（自 平成18年4月１日 至 平成18年9月30日） 

該当事項はありません 

  

 当中間会計期間（自 平成19年4月１日 至 平成19年9月30日） 

当社は、当中間会計期間において、オンラインゲーム事業について当初想定しておりました収益及びキャッシュ・フローが



計画に達成せず、対象となる工具器具備品及びソフトウェア並びに専用実施権の減損処理を行い、リース資産についてはリ

ース資産減損勘定を認識した結果391,232千円の減損損失が発生いたしました。また、関係会社株式（株式会社カイロス・

SAKURA Internet（USA)，Inc・上海伯漢信息技術有限公司）及び投資有価証券の純資産価額が著しく悪化したことにより関係

会社株式評価損98,928千円、投資有価証券評価損65,483千円をそれぞれ計上いたしました。 

 上記の他合計で565,758千円の特別損失を計上した結果、中間純損失が570,278千円となり、当中間会計期間末において株主

資本が71,585千円のマイナスとなっております。  

 また、オンラインゲーム事業に係る投資等に伴い、短期借入金等の有利子負債が増加し、当中間会計期間末において流動比

率が38.9%と低下しております。  

 これらにより、当社には継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。  

 当社は、当該状況を解消すべく、以下の施策を進めております。 

 (1) 株主資本のマイナスについて  

    ①第三者割当増資  
    

 平成19年12月27日に双日株式会社と資本提携に関する基本合意書を締結いたしました。当 

該基本合意書に基づき、平成20年1月下旬に双日株式会社を割当先とした新株引受契約を締結 

いたします(当該基本合意書の詳細については、重要な後発事象注記参照)。 

②一部の事業売却  

 臨時取締役会（平成19年11月22日開催）において、当社が展開しておりますインターネット接続サービス事業の一部につ

いて譲渡することを決議し同日譲渡契約を締結し、平成19年12月1日に譲渡いたしました(当該一部の事業売却の詳細について

は、重要な後発事象注記参照)。 

上記の取り組みの結果、当会計年度中での債務超過の状況を解消する予定であります。 

  

 (2) 有利子負債の削減について  

 当中間会計期間末に38.9%と低下している流動比率について、短期間に当該比率を高めることが急務と考えており、上記の

第三者割当増資等によって得た資金につきましては、返済に充て有利子負債の削減に努めてまいります。 

  

 (3) 収益力の向上について  

 当中間会計期間において、営業利益70,278千円を計上しております。今回のオンラインゲーム事業の減損及び一部の事業売

却の結果、当社が収益基盤としておりますデータセンター事業に経営資源を集中させることによって、さらなる収益力の向

上を図っていく所存であります。 

  従いまして、中間財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義 

の影響を中間財務諸表には反映しておりません。 

  

 前事業年度（自 平成18年4月１日 至 平成19年３月31日） 

 該当事項はありません。 



  

訂正箇所25. 第一部【企業情報】第5【経理の状況】２【中間財務諸表等】（1)【中間財務諸表】 中間財務諸表作成の基本となる重

要な事項 

 （訂正前） 

  

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 
 (1) 有価証券 
  ① 子会社株式及び関連会社株

式 
    移動平均法による原価法を

採用しております。 

１ 資産の評価基準及び評価方法 
 (1) 有価証券 
  ① 子会社株式及び関連会社

株式 
同左 

  

１ 資産の評価基準及び評価方法 
 (1) 有価証券 
  ① 子会社株式及び関連会社

株式 
同左 

  ② その他有価証券 
     時価のないもの 

移動平均法による原価
法を採用しておりま
す。 

  ② その他有価証券 
     時価のないもの 

同左 

  ② その他有価証券 
     時価のないもの 

同左 

 (2) たな卸資産 
   貯蔵品 
    ① サーバ 
      先入先出法による原価

法を採用しておりま
す。 

 (2) たな卸資産 
   貯蔵品 
    ① サーバ 

同左 

 (2) たな卸資産 
   貯蔵品 
    ① サーバ 

同左 

    ② その他 
      最終仕入原価法による

原価法を採用しており
ます。 

    ② その他 
同左 

    ② その他 
同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 
 (1) 有形固定資産 
   定率法を採用しております。 
   なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物 ６年から18年

工具器具備品 ４年から15年

２ 固定資産の減価償却の方法 
 (1) 有形固定資産 

同左 

  

  

  

２ 固定資産の減価償却の方法 
 (1) 有形固定資産 

同左 



 （訂正後） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 
 (1) 有価証券 
  ① 子会社株式及び関連会社株

式 
    移動平均法による原価法を

採用しております。 

１ 資産の評価基準及び評価方法 
 (1) 有価証券 
  ① 子会社株式及び関連会社

株式 
同左 

  

１ 資産の評価基準及び評価方法 
 (1) 有価証券 
  ① 子会社株式及び関連会社

株式 
同左 

  ② その他有価証券 
     時価のないもの 

移動平均法による原価
法を採用しておりま
す。 

  ② その他有価証券 
     時価のないもの 

同左 

  ② その他有価証券 
     時価のないもの 

同左 

 (2) たな卸資産 
   貯蔵品 
    ① サーバ 
      先入先出法による原価

法を採用しておりま
す。 

 (2) たな卸資産 
   貯蔵品 
    ① サーバ 

同左 

 (2) たな卸資産 
   貯蔵品 
    ① サーバ 

同左 

    ② その他 
      最終仕入原価法による

原価法を採用しており
ます。 

    ② その他 
同左 

    ② その他 
同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 
 (1) 有形固定資産 
   定率法を採用しております。 
   なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物 ６年から18年

工具器具備品 ４年から15年

２ 固定資産の減価償却の方法 
 (1) 有形固定資産 

同左 

  

  

  

（会計方針の変更） 

    法人税法の改正（(所得税法
等の一部を改正する法律 平
成19年３月30日 法律第６
号）及び（法人税法施行令の
一部を改正する政令 平成19
年３月30日 政令第83号)）
に伴い、平成19年４月１日以
降に取得したものについて
は、改正後の法人税法に基づ
く方法に変更しております。 
 なお、この変更による損益
に与える影響は軽微でありま
す。 

２ 固定資産の減価償却の方法 
 (1) 有形固定資産 

定率法を採用しております。 
   なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物 ６年から18年

工具器具備品 ４年から15年



  

  

  

訂正箇所26. 第一部【企業情報】第5【経理の状況】２【中間財務諸表等】（1)【中間財務諸表】 注記事項 

（訂正前） 

（中間損益計算書関係） 

（訂正後） 

（中間損益計算書関係） 

  

  (自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 526千円

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 457千円

関係会社業務

支援料 
4,459千円

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 857千円

関係会社業務

支援料 
5,419千円

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 17,767千円

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 36,412千円

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 48,029千円

※３ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻入益 2,310千円

――― 

  

   

――― 

  

   

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 2,206千円

※４ 特別損失の主要項目 

  
減損損失 400,890千円 

固定資産除

却損 
454千円 

関係会社株

式評価損 
98,928千円 

投資有価証

券評価損 
65,483千円

※４ 特別損失の主要項目 

減損損失 181,138千円 

固定資産除

却損 
3,296千円 

   

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 526千円

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 457千円

関係会社業務

支援料 
4,459千円

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 857千円

関係会社業務

支援料 
5,419千円

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 17,767千円

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 36,412千円

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 48,029千円

※３ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻入益 2,310千円

――― 

  

   

――― 

  

   

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損 2,206千円

※４ 特別損失の主要項目 

  
減損損失 400,890千円 

関係会社株

式評価損 
98,928千円 

   

※４ 特別損失の主要項目 

減損損失 181,138千円 

   

   



訂正箇所27. 第一部【企業情報】第5【経理の状況】２【中間財務諸表等】（1)【中間財務諸表】(リース取引関係） 

（訂正前） 

  

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引 

(借主側) 

(1)リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

有形固定資産 
(工具器具備品) 

  

取得価額相当額 224,052千円
減価償却累計額
相当額 

34,880千円

中間期末残高 
相当額 

189,172千円

(借主側) 

(1)リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額 

有形固定資産
(工具器具備品)
取得価額相当額 547,562千円
減価償却累計額
相当額 

132,276千円

減損損失累計額
相当額 

49,963千円

期末残高相当額 365,322千円

(借主側) 

(1)リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び期末残高相

当額 

有形固定資産
(工具器具備品) 

  

取得価額相当額 428,338千円
減価償却累計額
相当額 

72,407千円

減損損失累計額
相当額 

31,733千円

期末残高相当額 324,196千円

(2)未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 53,631千円

１年超 136,958千円

合計 190,589千円

(2)未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中

間期末残高 

１年以内 138,043千円

１年超 277,555千円

合計 415,598千円
リース資産減
損勘定期末残高

44,868千円

(2)未経過リース料期末残高相当額

及びリース資産減損勘定期末残

高 

１年以内 107,389千円

１年超 251,437千円

合計 358,827千円
リース資産減損 
勘定期末残高 

31,733千円

(3)支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 19,559千円

減価償却費相当額 18,394千円

支払利息相当額 1,911千円

(3)支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却累計額

相当額、支払利息相当額及び減

損損失 

支払リース料 70,404千円

減価償却費相当額 60,884千円

支払利息相当額 10,614千円

減損損失 18,230千円

(3)支払リース料、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失 

支払リース料 59,642千円

減価償却費相当額 56,007千円

支払利息相当額 5,945千円

減損損失 31,733千円

(4)減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

 減価償却費相当額の算定方法 

 ・リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。 

(4)減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4)減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 利息相当額の算定方法 

 ・リース料総額とリース物件の取

得価額相当額の差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっておりま

す。 

 利息相当額の算定方法 

同左 

 利息相当額の算定方法 

同左 



（訂正後） 

  

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引 

(借主側) 

(1)リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

有形固定資産 
(工具器具備品) 

  

取得価額相当額 224,052千円
減価償却累計額
相当額 

34,880千円

中間期末残高 
相当額 

189,172千円

(借主側) 

(1)リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額 

有形固定資産
(工具器具備品)
取得価額相当額 549,916千円
減価償却累計額
相当額 

133,060千円

減損損失累計額
相当額 

50,552千円

中間期末残高
相当額 

366,303千円

(借主側) 

(1)リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び期末残高相

当額 

有形固定資産
(工具器具備品) 

  

取得価額相当額 428,338千円
減価償却累計
額相当額 

72,407千円

減損損失累計
額相当額 

31,733千円

期末残高相当額 324,196千円

(2)未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 53,631千円

１年超 136,958千円

合計 190,589千円

(2)未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中

間期末残高 

１年以内 138,630千円

１年超 278,520千円

合計 417,150千円
リース資産
減損勘定中間 
期末残高 

44,868千円

(2)未経過リース料期末残高相当額

及びリース資産減損勘定期末残

高 

１年以内 107,389千円

１年超 251,437千円

合計 358,827千円
リース資産減損 
 勘定期末残高 

31,733千円

 (3)支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 19,559千円

減価償却費相当額 18,394千円

支払利息相当額 1,911千円

(3)支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却累計額

相当額、支払利息相当額及び減

損損失 

支払リース料 70,716千円

減価償却費相当額 61,178千円

支払利息相当額 10,640千円

減損損失 18,818千円

(3)支払リース料、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失 

支払リース料 59,642千円

減価償却費相当額 56,007千円

支払利息相当額 5,945千円

減損損失 31,733千円

(4)減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

 減価償却費相当額の算定方法 

 ・リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。 

(4)減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4)減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 利息相当額の算定方法 

 ・リース料総額とリース物件の取

得価額相当額の差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっておりま

す。 

 利息相当額の算定方法 

同左 

 利息相当額の算定方法 

同左 



訂正箇所28. 第一部【企業情報】第5【経理の状況】２【中間財務諸表等】（1)【中間財務諸表】(1株当たり情報) 

（訂正前） 

  
  

(注) １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎 
  

  

（訂正後） 

  
  

(注) １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎 
  

  

項目 
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

中間損益計算書上の中間(当期)純損失(千円) 145,546 570,278 358,238

普通株式に係る中間(当期)純損失(千円) 145,546 570,278 358,238

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 31,256 32,270 31,678

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間

(当期)純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 

①新株引受権方式 

 によるストック 
 オプション 
 普通株式 104株 
②新株予約権 
 普通株式 690株 
なお、これらの概要は

「第４提出会社の状況、

１株式等の状況、(2)新

株予約権等の状況」に記

載のとおりであります。

①新株引受権方式 

 によるストック 
 オプション 
 普通株式 260株 
②新株予約権 
 普通株式 333株 
なお、これらの概要は

「第４提出会社の状況、

１株式等の状況、(2)新

株予約権等の状況」に記

載のとおりであります。

─

項目 
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

中間損益計算書上の中間(当期)純損失(千円) 145,546 570,278 358,238

普通株式に係る中間(当期)純損失(千円) 145,546 570,278 358,238

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 31,256 32,270 31,678

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間

(当期)純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 

①新株引受権方式 

 によるストック 
 オプション 
 普通株式 104株 
②新株予約権 
 普通株式 690株 
なお、これらの概要は

「第４提出会社の状況、

１株式等の状況、(2)新

株予約権等の状況」に記

載のとおりであります。

新株予約権

 普通株式 593株 
なお、これらの概要は

「第４提出会社の状況、

１株式等の状況、(2)新

株予約権等の状況」に記

載のとおりであります。
─



訂正箇所29. 第一部【企業情報】第5【経理の状況】２【中間財務諸表等】（1)【中間財務諸表】(重要な後発事象) 

（訂正前） 

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

１.第三者割当増資 

  平成19年12月26日開催の取締役会において、双日株式会社と資本提携を行うことを前提に、第三 

  者割当増資に向けて具体的な条件の協議を進めることについて基本合意書の締結を決議いたしま 

  した。 

 (1)基本合意の概要  

  当社は、債務超過の早期解消と財務体質の強化に向けて資本増強策について検討してまいりまし 

  たが、本基本合意は、双日株式会社との戦略的資本提携により資本増強を図り当社の債務超過状 

  態を解消し、さらには当社事業の継続性発展を図ることを目的としたものです。  

 (2)基本合意における第三者割当増資の概要  

  ① 増資の割当対象者   ：双日株式会社  

  ② 増資の割当対象者の住所：東京都港区赤坂六丁目1番20号  

  ③ 発行する株式の種類  ：普通株式  

  ④ 発行予定株数      ：第三者割当後の総発行株式数の4分の1から3分の1の範囲内を目処 

                に決定する。  

  ⑤ 払込価額の算定方法   ：第三者割当増資引受契約締結日の前営業日から遡って３ヶ月間の 

                               マザーズ市場における当社の普通株式の終値の平均値を参考値の 

                               １倍から1.1倍を基準とし、協議の上決定する。但し、当該払込金 

                               額は、会社法第199条第3項所定の募集株式の有利発行その他法的 

                               規制及び会計・税務上の問題に抵触しない範囲内での合理的な価 

                               額とする。また、第三者割当増資引受契約締結日より新株申込日 

                               までの株価動向を踏まえて調整されるものとする。  

  ⑥ 払込期日        ：平成20年2月末までを目処にして決定する。  

  ⑦ 資金の使途       ：有利子負債の返済及び運転資金に充てる予定となっております。  

(3)その他留意事項  

双日株式会社の当社に関する財務・法務に関するデューディリジェンスの結果及び協議の進捗により最終契約締結に至らない場合も

あります。  

２.事業譲渡 

(1)譲渡の理由  

当社では、平成20年3月期中間決算におきまして多額の特別損失の計上に伴い株主資本が大幅に減少し、誠に遺憾ではありますが債務

超過の状態になりました。現在、当社では抜本的な業績回復に向けて経営基盤の確立を目指しております。  

このような環境の中、ノンコア事業であるインターネット接続事業に今後継続投資していくより、当社の中核事業であるデータセン

ター運営事業へ経営資源を集中させる必要があると考え、同事業の一部の事業売却を決定いたしました。  

(2)事業を譲渡する相手会社の名称等  

  ①名 称         ：株式会社DOMIRU  

  ②本店所在地      ：東京都新宿区西新宿4-33-4  

  ③事業譲渡日      ：平成19年12月１日  

  ④譲渡する事業の内容  ：インターネット接続事業  

            （DIXサービス、ローミングサービス、ダイヤルアップサービス） 

  ⑤直近期の売上高    ：496百万円  



  

 (3)譲渡資産の詳細 

 ※ 譲渡する負債についてはありません。 

(4)譲渡価額及び決済方法 

   譲渡価額の総額は300,000千円で、決済方法は現金決済となります。 

(5)損益に与える影響額 

   譲渡益により、231,396千円の特別利益が発生する予定です。 

  

（訂正後） 

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

１．資本提携に関する基本合意締結について 

平成19年12月27日開催の取締役会において、双日株式会社と資本提携に向け、第三者割当増資に向けて具体的な条件の協議を

進めることについて以下の基本合意書の締結を決議いたしました。 

 なお、詳細については中間連結財務諸表における（重要な後発事象）に記載の通りであります。 

  

２．事業の一部譲渡について 

平成19年11月22日開催の取締役会において、当社の持分法適用関連会社である株式会社DOMIRUに対し、下記のとおりインター

ネット接続事業の一部を譲渡することを決議し、同日譲渡契約を締結し、平成19年12月1日に譲渡いたしました。 

 なお、詳細については中間連結財務諸表における（重要な後発事象）に記載の通りであります。 

  

３．重要な資産の担保提供について 

平成19年12月26日開催の取締役会において、重要な資産の担保提供を行うことを決議し、同日下記の預金に対し預金担保差入

証により質権の設定を行いました。 

 なお、詳細については中間連結財務諸表における（重要な後発事象）に記載の通りであります。 

  

資産 

項目 金額（千円） 

固定資産 17,852千円 

合計 17,852千円 



訂正箇所30. 第一部【企業情報】第6 【提出会社の参考情報】 

 （訂正前） 

(2) 臨時報告書 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び同項第19号の規定に基づく臨時報告書を平成19年11月22日近畿財務局長

に提出。 

(3) 臨時報告書 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び同項第19号の規定に基づく臨時報告書を平成19年12月12日近畿財務局長

に提出。 

(4) 臨時報告書 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の規定に基づく臨時報告書を平成19年11月29日近畿財務局長に提出。 

(5) 有価証券報告書の訂正報告書 

訂正報告書(上記(1) の有価証券報告書に係る訂正報告書)を平成19年９月７日近畿財務局長に提出。 

(6) 有価証券報告書の訂正報告書 

訂正報告書(上記(1) の有価証券報告書に係る訂正報告書)を平成19年12月12日近畿財務局長に提出。 

  

 （訂正後） 

(2) 臨時報告書 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び同項第19号の規定に基づく臨時報告書を平成19年10月1日近畿財務局長に

提出。 

(3) 臨時報告書 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び同項第19号の規定に基づく臨時報告書を平成19年11月22日近畿財務局長

に提出。 

(4) 臨時報告書 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の規定に基づく臨時報告書を平成19年11月29日近畿財務局長に提出。 

(5) 有価証券報告書の訂正報告書 

訂正報告書(上記(1) の有価証券報告書に係る訂正報告書)を平成19年９月７日近畿財務局長に提出。 

(6) 有価証券報告書の訂正報告書 

訂正報告書(上記(1) の有価証券報告書に係る訂正報告書)を平成19年12月12日近畿財務局長に提出。 

(7) 臨時報告書の訂正報告書 

訂正報告書(上記(3) の臨時報告書に係る訂正報告書)を平成19年12月12日近畿財務局長に提出。 

(8) 半期報告書の訂正報告書 

第８期中（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）半期報告書の訂正報告書を平成20年１月７日近畿財務局に提出。 

(9) 有価証券報告書の訂正報告書 

訂正報告書(上記(1) の有価証券報告書に係る訂正報告書)を平成20年１月７日近畿財務局長に提出。 



訂正箇所31. 前期連結財務諸表に対する監査報告書 

 （訂正前） 

独立監査人の中間監査報告書 

  

平成19年12月28日

さくらインターネット株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているさくらイ

ンターネット株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成

19年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書

及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、さくらインターネット株式会社及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期

間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

新日本監査法人 

指定社員 
            
業務執行社員 

  公認会計士  寺  澤     豊  ㊞ 

指定社員 
            
業務執行社員 

  公認会計士  吉  田  敏  宏  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

しております。 



 （訂正後） 

  

独立監査人の中間監査報告書 

  

平成18年12月27日

さくらインターネット株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているさくらインターネッ

ト株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30

日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連

結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、さくらインターネット株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期

間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  
  

新日本監査法人 

指定社員 
            
業務執行社員 

  公認会計士  寺  澤     豊  ㊞ 

指定社員 
            
業務執行社員 

  公認会計士  吉  田  敏  宏  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

しております。 



訂正箇所32. 当期連結財務諸表に対する監査報告書 

 （訂正前） 

独立監査人の中間監査報告書 

  

平成18年12月27日

さくらインターネット株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているさくらインターネッ

ト株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30

日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連

結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、さくらインターネット株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期

間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

新日本監査法人 

指定社員 
            
業務執行社員 

  公認会計士  寺  澤     豊  ㊞ 

指定社員 
            
業務執行社員 

  公認会計士  吉  田  敏  宏  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

しております。 



 （訂正後） 

独立監査人の中間監査報告書 

平成20年1月4日

 

さくらインターネット株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているさくらイン

ターネット株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成19年4月1日から平成19年9

月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び

中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責

任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、さくらインターネット株式会社及び連結子会社の平成19年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間

（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認

める。 

追記情報 

１.継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は当中間連結会計期間に538,465千円の中間純損失を計上した結果、株主資

本が19,268千円のマイナスの状況となったこと及び流動比率が大幅に悪化したことから、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在

している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。中間連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されてお

り、このような重要な疑義の影響を中間連結財務諸表には反映していない。 

２.重要な後発事象１．に記載のとおり、会社は平成19年12月27日において双日株式会社と第三者割当増資にかかる資本提携に関す

る基本合意書を締結した。 

３.重要な後発事象２．に記載のとおり、会社は平成19年11月22日において持分法適用関連会社である株式会社DOMIRUとの間で一部

の事業譲渡に関する譲渡契約を締結し、平成19年12月1日に譲渡した。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

新日本監査法人 

指 定 社 員 
公認会計士 寺 澤   豊 ㊞ 

業務執行社員 

      

指 定 社 員 
公認会計士 吉 田 敏 宏  ㊞ 

業務執行社員 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

しております。 



 

訂正箇所33. 前期財務諸表に対する監査報告書 

 （訂正前） 

独立監査人の中間監査報告書 

  

平成19年12月28日

さくらインターネット株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているさくらイ

ンターネット株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第９期事業年度の中間会計期間（平成19年４月１日から平成

19年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間

監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、さくら

インターネット株式会社の平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成19年４月１日から平成19

年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

新日本監査法人 

指定社員 
            
業務執行社員 

  公認会計士  寺  澤     豊  ㊞ 

指定社員 
            
業務執行社員 

  公認会計士  吉  田  敏  宏  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

しております。 



 （訂正後） 

独立監査人の中間監査報告書 

  

平成18年12月27日

さくらインターネット株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているさくらインターネッ

ト株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第８期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30

日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行っ

た。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することに

ある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、さくら

インターネット株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年４月１日から平成18

年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

新日本監査法人 

指定社員 
            
業務執行社員 

  公認会計士  寺  澤     豊  ㊞ 

指定社員 
            
業務執行社員 

  公認会計士  吉  田  敏  宏  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

しております。 



訂正箇所34. 当期財務諸表に対する監査報告書 

 （訂正前） 

独立監査人の中間監査報告書 

  

平成18年12月27日

さくらインターネット株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているさくらインターネッ

ト株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第８期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30

日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行っ

た。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することに

ある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、さくら

インターネット株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年４月１日から平成18

年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

新日本監査法人 

指定社員 
            
業務執行社員 

  公認会計士  寺  澤     豊  ㊞ 

指定社員 
            
業務執行社員 

  公認会計士  吉  田  敏  宏  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

しております。 



 （訂正後） 

独立監査人の中間監査報告書 

  

平成20年1月4日

 

さくらインターネット株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているさくらイン

ターネット株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第9期事業年度の中間会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30

日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行っ

た。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することに

ある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表に

は全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保

証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われてい

る。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、さくら

インターネット株式会社の平成19年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成19年4月1日から平成19年9

月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

１.継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は当中間会計期間に570,278千円の中間純損失を計上した結果、株主資本が

71,585千円のマイナスの状況となったこと及び流動比率が大幅に悪化したことから、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在して

いる。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。中間財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、このよ

うな重要な疑義の影響を中間財務諸表には反映していない。 

２.重要な後発事象１．に記載のとおり、会社は平成19年12月27日において双日株式会社と第三者割当増資にかかる資本提携に関す

る基本合意書を締結した。 

３.重要な後発事象２．に記載のとおり、会社は平成19年11月22日において関連会社である株式会社DOMIRUとの間で一部の事業譲渡

に関する譲渡契約を締結し、平成19年12月1日に譲渡した。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上
    

新日本監査法人 

指 定 社 員 
            
業務執行社員 

  公認会計士  寺  澤     豊  ㊞ 

指定社員 
            
業務執行社員 

  公認会計士  吉  田  敏  宏  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

しております。 
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